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参考資料３

ステップ４での検討成果(確認事項）について



検討事項
・評価方法の設定にかかる考え方の整理
・将来像の実現に向けてどういう対策案が考えられるのか

検討事項
・評価項目に基づく複数案の比較評価
・駅位置の考え方

【ステップ４】
計画検討 県民等ニーズ技術専門的検討

STEP
4

・比較評価 意見
技術・専門的
検討の実施

その他構想段階（概略計画）における計画案策定事項
・フィーダー交通ネットワークのあり方
・鉄軌道導入にあたり求められる取組（沿線市町村の役割 等）

➢駅を考慮したまちづくり計画の検討
➢自動車交通から公共交通転換への取組実施 等

ステップ４における検討事項
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１．評価項目に基づく比較評価

２



評価の視点 評価項目 評価指標 指標の算出方法及び定性的評価方法

事
業
に
よ
る
効
果
・
影
響

・県土の均衡あ
る発展

南北間の速達性
の確保

・那覇～主要都市間の所要時
間

・鉄軌道の速度等を想定し、那覇－主要都市間の所要時間を算定する。

南北間の交流人
口

・鉄軌道の有無による地域間移
動の変化

・他事例等の整備前後における地域間移動の変化を踏まえ、交流人口の拡大の
可能性を評価する。

通勤・通学圏域
の拡大

・拠点都市から３０分（６０分）圏
域内人口

・鉄軌道の所要時間及び各駅からのバス・徒歩での所要時間を設定して、各拠点
（名護市、沖縄市、那覇市）からの30分（60分）圏域の将来夜間人口を算出。圏域
の拡大範囲を図にて表示。

・高齢者を含め
た県民及び観光
客の移動利便性
の向上

県民利用者数 ・鉄軌道の県民利用者数 ・4段階推定法注１に基づく需要予測を行い、鉄軌道の利用者数を算出（県民、観光
客の利用者を内訳として表示）

観光客利用者数 ・鉄軌道の観光客等利用者数

ﾌｨｰﾀﾞｰ交通ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ構築に伴う公
共交通利用者数

・公共交通利用者数

・4段階推定法注１に基づく需要予測を行い、バス、モノレールの利用者数の算出を

行う。また、需要予測結果である駅端末交通量に対して、利用交通手段割合を別
途想定し、算出する。

県民の外出機会
の増加

・鉄軌道の有無による外出頻度
の変化

・他事例等の整備前後における鉄軌道沿線と非沿線での私事交通のトリップの原
単位を比較整理し、外出頻度の増加の可能性を評価する。

・中南部都市圏
の交通渋滞緩和
（低炭素社会の
実現含む）

公共交通への利
用転換量

・公共交通への転換者数 ・4段階推定法注１に基づく需要予測を行い、自動車利用から公共交通利用への転
換者数を算出する。

※自動車利用から公共交通利用への転換は、低炭素社会の実現（ＣＯ₂排出量の
削減）と関連。

・世界水準の観
光リゾート地の
形成

観光客の移動範
囲の拡大

・那覇－主要観光地間の所要
時間

・鉄軌道の速度等を想定し、那覇－主要観光地間の所要時間を算定する。

・まちづくり
（駐留軍用地跡
地の活性化含
む）

駐留軍用地跡地
における公共交
通利用者数

・駐留軍用地跡地における公共
交通の利用者数

・4段階推定法注１に基づく需要予測を行い、駐留軍用地跡地における公共交通の
利用者数を算出する。

まちづくりへのイ
ンパクト

・まちづくりへの寄与の定性的
評価

・鉄軌道導入の効果として、市町村のまちづくりへの寄与の定性的な評価を行う
（観光まちづくりへの寄与、駐留軍用地の活性化等を含む）。

ステップ３においては、評価指標の検討を踏まえ、以下のとおり評価の視点、評価
項目、評価指標を整理。ステップ４では、当該整理に基づき、比較評価を実施。

注１：第３回プロセス運営委員会・参考資料６の「評価指標算定等資料２」に4段階推定法の説明を記載

１－１－１．評価の視点・評価項目・評価指標について
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費用便益分析 費用便益分析 ・費用便益比 ・鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル2012に基づき、便益及び費用を算出注２。
【計測項目】
・道路混雑緩和便益 ・ＣＯ₂排出量削減便益 ・交通事故削減便益
・所要時間短縮効果便益 ・費用縮減効果便益 ・当該事業者収益 ・競合事業者収益
・Nox排出量削減便益

採算性分析 採算性分析 ・累積資金収支黒字転換年 対策案ごとに以下の２つのケースを算出。
・ケース１：上下一体方式での整備を想定し、累積資金収支黒字転換年を算出。
・ケース２：上下分離方式での整備を想定し、運行主体のみの累積資金収支黒字転
換年を算出。

事業性

（※経済性、施工性、
事業の実施環境の評
価、災害をとりまとめ
た）

事業の実施環境 ・事業費 ・費目別の概算工事数量を算出し、費目別に設定した工事単価を乗じることにより
事業費を試算

・事業期間 ・工事着手から工事完了までの期間を試算

・事業の実施にあたっての留
意事項

○地形的・地盤的課題
・既存文献注３等から地形的・地盤的影響が想定される地域における留意事項を整
理

○導入空間確保及び自動車交通への影響
・高架、地下など導入空間ごとに想定される施工上の課題等を整理

○用地確保の方法
・市街地部や郊外部などにおける用地確保の一般的な課題の整理

○耐災害性
・ハザードマップ（津波、土砂災害等）で示される危険区域を走る区間の距離や被害
規模等を考慮した配慮事項の整理

環境 環境への影響 環境への影響及び配慮事項 ○自然環境
既存文献注３等から鉄軌道の整備により影響を受けると考えられる自然環境を抽出
し、留意事項を整理。
また、どのような環境配慮が可能か把握するため、環境保全対策例を整理。
【影響を受けると考えられる環境項目】
・重要な動物・植物、生態系（特定植物群落、自然環境法令等の規制区域）
・地下水（井戸・湧水）
・重要な地形・地質
・人と自然との触れあい活動の場
・歴史的・文化的環境（文化財の分布環境）

○生活環境
既存事例注３等を参考に、想定される鉄軌道の車輌の走行に伴う騒音・振動の影響
の内容（住宅地や教育・医療・社会福祉施設等への影響）を留意事項として整理。
また、どのような対策が可能か把握するため、既存事例等から車輌の走行に伴う騒
音の低減措置（遮音壁、車輌形態等）を整理。

○景観等
既存文献注３等から地域における景観形成の目標像を把握し、景観形成にあたり配
慮すべき事項を整理。また、主要な眺望点における眺望イメージ図を作成し、対策
案が与えるインパクトについて整理。

注2：第３回プロセス運営委員会・参考資料６の「評価指標算定等資料２」に費用便益比の説明を記載
注3：第３回プロセス運営委員会・参考資料５の「評価指標算定等資料１」に整理した内容を掲載
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１－１－２．比較評価にあたって

・構想段階は、概ねのルートなど概略計画を検討する段階であり、具体的に現場の状況等を詳細に把握し
検討することが困難であることから、他事例等を参考に、駅数や駅位置、工事単価等を想定した上で検
討を行っている。

・そのため、計画段階以降では、本検討において絞り込まれた案について、交通システムの選定と併せ、
駅数や駅位置、構造等の具体的検討を行うことから、利用者数や事業費等に変動が生じることが想定さ
れる。

・以上から、構想段階である本検討にあたっては、絶対評価ではなく、以下のとおり同一条件を設定した
上で、各評価項目について検討を行い、各案の比較優位性を中心に確認するものとする。

【利用者数・採算性等】
・ 利用者数や所要時間、採算性等は、他事例を参考に設定した駅数や、他公共交通機関との結節、人口密度など現在把握できる範囲内

の情報に基づき、需要がより見込まれる箇所を駅位置として仮に設定し検討を行った。

【事業費等】
・ 事業費は、地形図から現段階で把握できる範囲で各ルート毎に安価と考えられる構造を想定し、それをもとに、地下や高架等の施工

実績があるつくばエクスプレス（普通鉄道）等の工事単価（構造別同一単価）等を用いて概算を行った。

【費用便益分析】
・ 費用便益分析は、公共事業に要する費用とその事業から得られる便益を貨幣換算したもので、便益を費用で除した費用便益比
（Ｂ／Ｃ）は事業実施の可否の判断材料の一つとして用いられる。

・ 事業実施の判断を行う段階では、事業の内容や特性、地域の特性等を踏まえ、費用便益比を可能な限り正確に評価することが求めら
れるが、構想段階である本検討では、便益や費用の前提条件となる駅数や駅位置、構造、システム等が定まっていない。

・ このため、本検討では、便益と費用について個々に比較評価を行うものとし、費用便益比については、次の計画段階以降の効率的・
効果的な検討のために、事業実施に向けた課題を把握する観点から参考値として示すものとする。

【環境影響等】
・ 比較対象のルート案は一定の幅を持ったレベルのものであることから、環境影響や地形・地盤等の課題等については、場所を特定し

た定量的な予測・評価が難しい。
・ そのため、環境影響等については、環境影響評価法や国の「公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドライン」を踏まえ、

文献等既往調査結果等から影響が想定される地域の周辺環境等をマクロ的に捉え、重大な環境影響等を及ぼす恐れが無いかや、計画
段階以降の具体的な検討にあたり留意すべき点が無いかという視点で評価を行う。



１－１－３．構造の想定にあたって（高架、地下トンネル等）

【市街地部】
・市街地部については、専用用地確保にあたり費用と時間が多くかかることが予想されることから、道路空間への導
入を基本とする。（中央帯の活用を想定）

・なお、道路空間へ導入する場合は、駅構築幅（上下1線ずつの線路施設や昇降施設の設置、側壁等により約22m程
度要する）を考慮し、片側2車線以上の道路を基本に検討を行うものとする。また、道路内の中央帯に十分な幅員が
無い場合は、自動車交通への影響が生じないよう拡幅するか、又は地下への導入を想定するものとする。

・原則として、地下トンネルに比べ安価な高架構造を基本とするが、道路拡幅を伴う場合は用地補償費が多額になる
ことも想定されることから、地下トンネル構造との比較検討を行い、費用の低い方を想定するものとする。

・ただし、国道58号（那覇－宜野湾）が、「那覇市・浦添市・宜野湾市・沖縄市地域公共交通総合連携計画（平成24年3
月）」において基幹バスの専用車線として位置づけられていること、また、将来の沖縄西海岸道路等の供用も考慮し、
上記検討に加え、基幹バス専用車線を使用し、当該車線内に高架構造により導入した場合（車線減少した場合）に
ついても検討するものとする。

６

・構造については、下記の考えに基づき、地形図等から把握できる範囲で想定した。
・なお、具体的な構造は、計画段階以降、本検討で絞り込まれた案について、現場の状況等を詳細に把握した上で経
済的観点等含め検討を行い、道路管理者等との調整を経て決定されることになる。

【郊外部】
・郊外部については、市街地に比べ事業用地が確保しやすいと考えられることから、速達性、事業費低減等の観点
から、可能な限り短絡的・直線的に結ぶため、専用用地を確保することを基本とする。

・ただし、地形が急峻などの場合は、経済的観点から山岳トンネルが優位となるので、地形等を考慮の上、山岳部に
ついては山岳トンネル、その他平地部等については高架構造を想定するものとする。



糸満市

八重瀬町

南城市

豊見城市

那覇市
与那原町

南風原町

浦添市

宜野湾市

西原町

北谷町

中城村

北中城村

沖縄市

うるま市
嘉手納町

読谷村

恩納村

金武町

宜野座村

名護市

想定構造のまとめ

・下図のとおり構造を想定し、比較検討を行う。

国道58号 ：高架構造（車線減少有・拡幅無）
国道58号 ：地下トンネル
国道330号：地下トンネル

那覇～宜野湾区間

【嘉手納飛行場に接する区間】
地下トンネル

高架構造
（車線減少無・拡幅無）

中部西区間

中部横断区間 ：地下トンネル
中部東区間（市街地部）：地下トンネル
中部東区間（郊外部） ：高架構造

中部横断・中部東区間

北部西区間

山岳部 ：山岳トンネル
平地部等：高架構造

北部東区間

山岳部 ：山岳トンネル
平地部等：高架構造

高架構造
（車線減少無・拡幅無）

７



１－２－１.(定量的評価)南北間の速達性・移動圏域等の拡大について

評価の視点 評価項目 評価指標 指標の算出方法及び定性的評価方法

事
業
に
よ
る
効
果
・
影
響

県土の均衡ある発

展

南北間の速達性

の確保

・那覇～主要都市間

の所要時間

・鉄軌道の速度等を想定し、那覇～主要

都市間の所要時間を算定する。

通勤・通学圏域

の拡大

・拠点都市から３０

分（６０分）圏域

内人口

・鉄軌道の所要時間及び各駅からのバ

ス・徒歩での所要時間を設定して、各

拠点まで30分（60分）以内で通勤・通

学が可能な圏域の将来夜間人口を算出。

圏域の拡大範囲を図にて表示。

世界水準の観光

リゾート地の形成

観光客の移動

範囲の拡大

・那覇～主要観光地

間の所要時間

・鉄軌道の速度等を想定し、那覇～主要

観光地間の所要時間を算定する。

８

（１）評価指標及び評価方法



資料：沖縄県総合交通体系基本計画

算出区間

①那覇市～名護市

②那覇市～沖縄市

③那覇市～読谷村

④那覇市～うるま市

⑤那覇市～恩納村

⑥那覇市～金武町

・鉄軌道導入による南北間の速達性向上の程度を把握するため、広域交流拠点である那覇と北
部圏域の拠点都市である名護市との所要時間を算出するものとする。

・また、併せて鉄軌道導入により那覇と各地域との所要時間がどの程度短縮されるのか、イ
メージできるよう沖縄市、読谷村、うるま市、恩納村、金武町までの所要時間を算出するも
のとする。

ア 所要時間算出区間の設定

①

②

③
④

⑤

⑥

９

（２）南北間の速達性の確保



イ 所要時間の算出方法

・鉄軌道導入による直接的効果を把握するため、所要時間については、以下により算出する
ものとする。

（１）設定した市町村が鉄軌道沿線上にある場合
・当該市町村の役場の最寄り駅から那覇までの鉄軌道乗車時間（快速列車※利用を想定）を算出する。

（２）設定した市町村が鉄軌道沿線上にない場合
・当該市町村の役場の最寄りバス停から最寄り駅までのバス乗車時間と最寄り駅から那覇までの
鉄軌道乗車時間（快速列車利用を想定）を合わせた時間を算出するものとする。

（３）鉄軌道が無い場合
・当該市町村の役場の最寄りバス停から那覇までのバス乗車時間を算出

・なお、本計画検討は構想段階の概略計画であり、具体的な駅数や駅位置の検討は行わないことから、比較
に当たっては、以下の考え方に基づき、駅数については他鉄道を参考に、駅位置については他公共交通機
関との結節、人口密度等現在把握できる範囲内での情報を基に設定し、所要時間等の試算を行った。

※※ 快速列車：拠点駅（経由する市町村に1箇所）のみ停車
※ 快速列車：拠点駅（経由する市町村に1箇所）のみ停車

参考：構想段階の複数案比較評価にあたっての駅数設定の考え方
（第４回 沖縄鉄軌道計画検討委員会 資料５）

①経由する市町村に、駅を１箇所設定（拠点駅と呼ぶ）。
②既存路線の駅間距離を参考に、拠点駅間距離が長い区間については、必要に応じて拠点駅間に駅を設定（中間駅と呼ぶ）。
③中間駅の数は、既存の事例を目安に設定する。

・市街地が連担する地域においては、地方都市（人口100万人以上）の駅間距離を参考に、2～3kmに1箇所程度。
・郊外部などその他の地域においては、地方都市を有する都道府県の郊外部の駅間距離を参考に、5～7kmに１箇所程度。
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・那覇～名護間については、いずれの案も概ね1時間となっており、現状（高速バスの場合）
より24分～34分の短縮が図られる。

・当該市町村が鉄軌道沿線上にある場合は、現状に比べ24分～71分の時間短縮が図られ、鉄軌
道沿線上に無い場合でも、26分～57分の時間短縮が図られる。

ウ 那覇～主要都市間の所要時間

那覇～主要都市間の
所要時間（分）

下段：鉄軌道が無い場合
からの短縮時間

A案 B案 B派生案 C案 C派生案 D案 D派生案 鉄軌道が
無い場合

①那覇市～名護市 55
34分短縮

65
24分短縮

64
25分短縮

58
31分短縮

59
30分短縮

61
28分短縮

62
27分短縮

89

②那覇市～沖縄市 34
26分短縮

34
26分短縮

34
26分短縮

23
37分短縮

24
36分短縮

23
37分短縮

24
36分短縮

60

③那覇市～読谷村 27
40分短縮

27
40分短縮

27
40分短縮

41
26分短縮

38
29分短縮

41
26分短縮

38
29分短縮

67

④那覇市～うるま市 53
26分短縮

53
26分短縮

53
26分短縮

29
50分短縮

30
49分短縮

29
50分短縮

30
49分短縮

79
（57）

⑤那覇市～恩納村 41
56分短縮

50
47分短縮

48
49分短縮

43
54分短縮

44
53分短縮

71
26分短縮

66
31分短縮

97

⑥那覇市～金武町 64
51分短縮

47
68分短縮

47
68分短縮

58
57分短縮

60
55分短縮

44
71分短縮

45
70分短縮

115
（68）

※1 は、当該市町村が鉄軌道沿線上にある場合。

※2 鉄軌道が無い場合の所要時間は、目的地まで路線バス又は高速バスで乗り換え無しで行け、便数の多いルートを設定。

なお、那覇～うるま市及び那覇～金武町については、高速バス+路線バスの利用も考えられるが、バスの遅れにより乗り換え時間が増大する等、

一般的には利用しづらいと考えれることから、高速バス+路線バスの所用時間は、参考値として( ) 書きで示すものとする。

※3 基幹バスルート（那覇～伊佐～コザ間）を通過する路線バスにあっては、当該区間については、基幹バス構想で想定する所要時間を設定。

注：那覇市～宜野湾市は、国道58号ケース及び国道330号ケースがある。両ケースの所要時間は、１分以内の差で、概ね同じであったことから、ここでは

所要時間の長いほうを示すものとする。

注：この所要時間は前述のとおり乗車時間のみ計上したものであり、実際には駅まで向かうための時間、待ち時間、乗換時間等もかかる。 １１



資料：沖縄県総合交通体系基本計画

（３）通勤・通学圏域の拡大

対象市町村

①那覇市

②沖縄市

③読谷村

④名護市

・鉄軌道導入による通勤・通学圏域の拡大効果を把握するため、那覇市、沖縄市、名護市に、
複数のルート案が東西に分かれていることを踏まえ、沖縄市の反対側となる読谷村を加えた
４市町村について、当該市町村までの移動に係る30分圏域、60分圏域内の人口を算出するも
のとする。

ア 市町村の設定

①

②

③

④
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イ 通勤・通学圏域の拡大効果

通勤・通学圏域の拡大
圏域内人口 (万人)
※( ):鉄軌道が無い場合との差

A案 B案 B派生案 C案 C派生案 D案 D派生案 鉄軌道が
無い場合

那覇市
まで

①30分圏内 54
(+12)

54
(+12)

54
(+12)

55
(+13)

55
(+13)

55
(+13)

55
(+13)

42

②60分圏内 105
(+19)

108
(+22)

105
(+19)

114
(+28)

115
(+29)

114
(+28)

114
(+28)

86

沖縄市
まで

①30分圏内 21
(±0)

21
(±0)

21
(±0)

37
(+16)

34
(+13)

36
(+15)

34
(+13)

21

②60分圏内 74
(+6)

73
(+5)

74
(+6)

107
(+39)

105
(+37)

106
(+38)

104
(+36)

68

読谷村
まで

①30分圏内 12
(+７)

14
(+9)

11
(+6)

5
(±0)

5
(±0)

5
(±0)

5
(±0)

5

②60分圏内 96
(+60)

100
(+64)

95
(+59)

39
(+3)

44
(+8)

38
(+2)

42
(+6)

36

名護市
まで

①30分圏内 5
(+1)

5
(+1)

5
(+1)

5
(+1)

5
(+1)

5
(+1)

5
(+1)

4

②60分圏内 26
(+15)

21
(+10)

20
(+9)

35
(+24)

36
(+25)

30
(+19)

30
(+19)

11

・各市町村まで60分で通勤・通学が可能な人口（圏域内人口）は、鉄軌道導入により、いずれ
の案も増加する。特に、那覇市までの60分圏域内人口は、沖縄本島の人口の約80％～90％に
まで増加する。

・当該市町村が鉄軌道沿線上にある場合、30分、60分圏域内人口は増加しており、特に、沖縄
市、読谷村では60分圏域内人口の増加量が大きい。

注：那覇市～宜野湾市は、国道58号ケース及び国道330号ケースがある。上記は、両ケースの平均値を記載。
注：算出にあたっては平成42年の将来推計人口を用いており、沖縄本島の将来推計人口は129万人。
【圏域内人口の算出方法】各市町村の役場最寄り鉄軌道駅又は最寄りバス停を出発地とし、鉄軌道を利用して移動するとした場合の出発地

から30分又は60分で移動できる範囲（到達圏）を確認する。その到達圏域内人口が、各市町村に向けて30分又は60分で移動することがで
きる人口となる。なお、バス停から鉄軌道駅までの所要時間については、徒歩又はバスのうち最短で移動できるものを選択する。

※ は、当該市町村が鉄軌道沿線上にある場合。
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（４）観光客の移動範囲の拡大

・鉄軌道導入による観光客の移動範囲の拡大効果を把握するため、観光客の訪問数及び宿泊施
設の収容人数が多い、那覇市中心部、恩納村南部、海洋博記念公園（本部町）について、那
覇市～恩納村南部間、那覇市～海洋博記念公園間の所要時間を算出するものとする。

那覇市
・那覇空港や離島航路ターミナルがある交通結節点であり、宿泊施設の
収容人員は県内最多で、首里城等の観光地も多く存在する沖縄観光の
拠点。

恩納村南部
・ビーチや万座毛への訪問意向が強く、那覇市に次いで宿泊施設の収容
人員も多い。

海洋博記念公園
・年間入園者数460万人（H27年度）と、沖縄県で最も集客力のある施設。

※内閣府沖縄総合事務局HPより

資料：沖縄県 平成24年度観光統計実態調査
資料：沖縄県 平成26年版観光要覧

ア 主要観光地の設定
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イ 主要観光地までの所要時間

主要観光地までの
所要時間(分)
下段：鉄軌道が無い場

合からの短縮時間

A案 B案 Ｂ派生案 C案 Ｃ派生案 D案 Ｄ派生案 鉄軌道が
無い場合

①那覇市～
恩納村南部

36
50分短縮

39
47分短縮

36
50分短縮

40
46分短縮

41
45分短縮

60
26分短縮

55
31分短縮

86

②那覇市～
海洋博公園

101
34分短縮

111
24分短縮

110
25分短縮

104
31分短縮

105
30分短縮

107
28分短縮

108
27分短縮

135

・那覇市～恩納村南部間については、北部西海岸を通るA案、B案、B派生案、C案、C派生案の
場合、45～50分の短縮が図られる。また、北部西海岸を通らないD案、D派生案もバスとの効
率的な連携が図られることにより、30分程度短縮する。

・那覇市～海洋博記念公園については、24分～34分の短縮が図られる。

注：那覇市～宜野湾市は、国道58号ケース及び国道330号ケースがある。両ケースの所要時間は、１分以内の差で、概ね同じで

あったことから、ここでは所要時間の長いほうを示すものとする。

注：この所要時間は前述のとおり乗車時間のみ計上したものであり、実際には駅まで向かうための時間、待ち時間、乗換時間等もか
かる。

【所要時間の算出方法】那覇～主要都市間の所要時間と同様。

※1 は、目的地が鉄軌道沿線上にある場合。

※2 鉄軌道が無い場合の那覇～恩納村南部、那覇～名護までの所要時間については、路線バス又は高速バスで乗り換え無しで行け、

便数の多いルートを設定。
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評価の視点 評価項目 評価指標 指標の算出方法及び定性的評価方法

事
業
に
よ
る
効
果
・
影
響

高齢者を含め

た県民及び観

光客の移動利

便性の向上

県民

利用者数

・鉄軌道の

県民利用者数

・4段階推定法注に基づく需要予測を行い、鉄軌

道の利用者数を算出（県民、観光客の利用者を

内訳として表示）
観光客

利用者数

・鉄軌道の観光

客等利用者数

公共交通

利用者数

・鉄軌道、モノ

レール、バスを

含めた沖縄本島

における公共交

通利用者数

・上記に加え、4段階推定法に基づく需要予測に

よりバス、モノレールの利用者数を算出し、公

共交通利用者数を算出する。

なお、駅アクセス交通量（各地区～鉄軌道駅・

モノレール駅の交通量）については、利用交通

手段（自動車、バス、徒歩・二輪）の割合を

別途想定し、算出する。

中南部都市圏

の交通渋滞緩

和

（低炭素社会

の実現含む）

公共交通への

利用転換量

・公共交通への

転換者数

・4段階推定法に基づく需要予測を行い、自動車

利用から公共交通利用への転換者数を算出する。

※自動車利用から公共交通利用への転換は、低炭

素社会の実現（ＣＯ₂排出量の削減）と関連。

まちづくり

（駐留軍用地

跡地の活性化

含む）

駐留軍用地

跡地における

公共交通利用

者数

・駐留軍用地跡

地における公

共交通の利用

者数

・4段階推定法に基づく需要予測を行い、駐留軍

用地跡地における公共交通の利用者数を算出

する。

１－２－２．(定量的評価)需要予測について

注）次ページを参照。 １６

（１）評価指標及び評価方法



（２）需要予測について

人の交通行動をモデル化した「需要予測モデル」により、鉄軌道の利用者数の推計を行う。

需要予測モデルは内閣府が構築したモデル注を活用する。

将来の人口等
将来の交通ネットワーク

（道路、バス路線、ゆいレール、鉄軌道）

需要予測

（内閣府の需要予測モデルを活用）

需要予測の結果

（どこからどこへ、何の目的で、どの交通手段で、何人が移動するか）

※那覇と拠点都市間の所要時間、費用対効果（B/C)等についても算出

条件設定

解析

結果

注）平成27年度 「沖縄における鉄軌道をはじめとする新たな公共交通システム導入課題詳細調査」（内閣府）で構築されたモデル
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設定条件

鉄軌道を導入した場合
（With）

平成27年度内閣
府調査との比較

鉄軌道を導入
しない場合
（Without）

予測年次 ○平成42年（2030年） 内閣府調査と同じ。 同左

将来人口
フレーム

○将来推計人口
・国立社会保障・人口問題研究所（以下、「人口研」という）のH22
国勢調査に基づく将来推計人口を設定
（本島将来人口H42:129万人）

○将来開発プロジェクト
・各地域における開発計画を反映（各市町村に確認）
・返還予定の駐留軍用地については、中南部都市圏駐留軍用地跡地
利用広域構想（H25.1月）の内容を反映

将来推計人口は内
閣府調査と同じ。

将来開発プロジェ
クトは各地域の開
発計画において一
部違いがある。

同左

将来の
観光需要
※本計画案策定
における将来の
観光需要予測

○入域観光客数：1,000万人を設定
（※H28年10月時点の平成33年度における県目標値と同値）

内閣府調査と同じ。 同左

道路ネッ
トワーク

○道路の将来計画
・国道、県道等における道路の将来計画を踏まえ設定

内閣府調査とは一
部違いがある。

同左

（３）需要予測の前提条件

＜ 諸条件の設定一覧 ＞
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設定条件

鉄軌道を導入した場合
（With）

平成27年度内閣府
調査との比較

鉄軌道を導入
しない場合
（Without）

バス ○ネットワーク
・ステップ３で検討したフィーダー交通ネットワークの考え方を
基本に、現状のバスネットワーク等を鑑みながら設定

○運賃：現状と同等（H28.2月時点）
○運行本数：現状と同等（H28.2月時点）
○所要時間：時刻表を基に設定（H28.2月時点）
・那覇～伊佐～コザは基幹バスを設定
○運賃：現状と同等（H28.2月時点）
○運行本数：290本（終日片側）

内閣府調査は、現況
のバスネットワーク
を基本とし、競合路
線の効率化等を実施。
また、所要時間の設
定に違いがある。
運賃、運行本数は同
じ。

現況のバス路線
＋基幹バスを想
定する。
フィーダーバス
路線は設定しな
い。

ゆいレー
ル

○延長予定区間（首里～てだこ浦西駅）の整備を前提
○運賃：現状と同等（H28.2月時点）
○運行本数：現状と同等 （ピーク:10本/h、オフピーク:6本/h）
※延長予定区間については、現行の運賃体系と同程度として設定。
○所要時間：現状と同等

内閣府調査は、運行
本数を６本/hと想定。
その他は同じ。

同左

鉄軌道 ○運賃：ゆいレール（沖縄都市モノレール）の運賃体系を仮に設定
○運行本数：都市部はゆいレールと同等、郊外部は他事例

から都市部の1/3程度と設定
○所要時間：既存事例から駅間距離に対応した表定速度を設定し、

所要時間を算出

内閣府調査の運賃は
ゆいレールの運賃水
準を想定。所要時間
を運転曲線に基づく
表定速度により算出。
運行本数は市街地部、
郊外部ともゆいレー
ルと同等。

設定しない。
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（４）需要予測結果

A案 B案 B派生案 C案 C派生案 D案 D派生案 鉄軌道なし

公共交通利用者数
（万人/日）

22.4
<21.8>

22.4
<21.7>

22.2
<21.7>

23.2
<22.6>

23.7
<22.8>

23.0
<22.4>

23.5
<22.8>

15.2

（うち駐留軍用地跡地にお
ける公共交通利用者数）

1.0
<1.1>

1.0
<1.1>

1.0
<1.1>

1.0
<1.1>

1.1
<1.1>

1.0
<1.0>

1.1
<1.1>

0.6

１．鉄軌道利用者数 6.4
<5.7>

6.5
<5.8>

6.3
<5.6>

7.2
<6.5>

7.7
<6.8>

7.1
<6.5>

7.6
<6.8>

－

県民利用者数 5.7
<5.0>

5.9
<5.2>

5.7
<5.0>

6.6
<5.8>

7.0
<6.1>

6.6
<5.9>

7.0
<6.2>

－

観光客利用者数 0.7
<0.7>

0.6
<0.6>

0.6
<0.6>

0.6
<0.7>

0.7
<0.7>

0.5
<0.6>

0.6
<0.6>

－

２．ゆいレール利用者数 5.4
<5.5>

5.3
<5.4>

5.3
<5.5>

5.4
<5.5>

5.4
<5.5>

5.3
<5.4>

5.3
<5.4>

5.1

３．バス利用者数 10.6
<10.6>

10.6
<10.5>

10.6
<10.6>

10.6
<10.6>

10.6
<10.5>

10.6
<10.5>

10.6
<10.6>

10.1

①代表交通手段 9.2
<9.3>

9.2
<9.2>

9.2
<9.3>

9.1
<9.2>

9.0
<9.1>

9.0
<9.1>

9.0
<9.1>

9.6

②駅アクセス手段 1.4
<1.3>

1.4
<1.3>

1.4
<1.3>

1.5
<1.4>

1.6
<1.4>

1.6
<1.4>

1.6
<1.5>

0.5

公共交通への利用転換量
（万人/日）

5.7
<5.2>

5.7
<5.2>

5.7
<5.2>

6.5
<5.9>

6.8
<6.2>

6.4
<5.8>

6.8
<6.2>

－

※那覇市～宜野湾市は、国道58号ケース及び国道330号ケースがある。上段は国道330号ケース、下段< >は国道58号ケースを示して
いる。

２０



鉄軌道の県民利用者数は、人口が多い沖縄市、うるま市を経由するルート案が多く、その中
でも、北谷町とその周辺の嘉手納町や読谷村からの利用者も見込まれるＣ派生案、Ｄ派生案
が多い。

駐留軍用地跡地における公共交通利用者数は、ルート案によって大きな差異は無い。

鉄軌道の観光客利用者数は、ルート案によって大きな差異は無いが、北部西海岸を通るルー
ト案が若干多い。

ゆいレール利用者数については、ルート案によって大きな差異はなく、鉄軌道の導入により、
ゆいレールと鉄軌道を乗り継ぐ利用者があらわれることにより2～4千人／日程度の増加が見
込まれる。

バス利用者数については、ルート案によって大きな差異はなく、鉄軌道の導入によりバスを
代表交通手段として用いる利用者数は減少するものの、鉄軌道駅へのアクセス手段として用
いる利用者があらわれるため、バス利用者全体としては4～5千人／日程度の増加が見込まれ
る。

自動車から公共交通への利用転換量は、鉄軌道の利用者数が多いＣ派生案、Ｄ派生案が最も
多い。

公共交通利用者数は、鉄軌道の導入により全体で40～55％程度増加し、鉄軌道の県民及び観
光客利用者数が共に多い、Ｃ派生案が最も多い。

２１



１－２－３. (定量的評価)採算性分析・費用便益分析について

評価の視点 評価項目 評価指標 指標の算出方法及び定性的評価方法

採算性分析 採算性分析 ・累積資金収支
黒字転換年

以下の２つのケースを算出。
・ケース１

上下一体方式での整備を想定し、累積資金収支
黒字転換年を算出。

・ケース２
上下分離方式での整備を想定し、運行主体のみ
の累積資金収支黒字転換年を算出。

費用便益分析 費用便益分析 ・便益(※) ・鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル2012に基
づき、便益及び費用を算出。
【計測項目】

・所要時間短縮便益
・費用縮減便益
・道路混雑緩和便益
・当該事業者収益
・競合事業者収益
・CO₂排出量削減便益
・NOx排出量削減便益
・交通事故削減便益

※公共事業に要する費用とその事業から得られる便益を貨幣換算する費用便益分析については、費用を便益で除する費用便
益比（Ｂ／Ｃ）が公共事業を行う場合の事業実施の可否の判断材料の一つとして用いられるが、構想段階は事業実施を判
断する段階ではなく概略計画を策定する段階であることから、用いられる費用及び便益についても比較優位性を確認する
精度での検討であるため、費用便益比（Ｂ／Ｃ）ではなく、便益を指標として用いて、比較評価を行う。 ２２

（１）評価指標及び評価方法



ア 事業方式の想定

本検討では、鉄軌道事業者の収支を、評価指標で設定した以下の２つのケースで試算する。

（１）上下一体方式：施設の整備・保有、運行を鉄軌道事業者が実施。

（２）上下分離方式：施設の整備・保有は公共が行い、鉄軌道事業者は車両を保有し、運行のみ実施。

（１）上下一体方式 （２）上下分離方式

【施設整備費（車両費を除く）の負担割合について】

・整備・保有主体（公共）
○施設の整備・保有

※施設の整備・保有とは、
鉄軌道が走行する高架橋、地下ト
ンネルなどの構造物、電気・設備
を整備し、保有すること。

上下一体方式 上下分離方式

・事業者が施設の整備費（車両費を除く）の1/3を
負担。

・残る2/3を国・地方で補助すると想定する。

・公共が施設整備費を全額負担することを想定する。
※鉄軌道事業者にとっては、建設にかかる初期投
資の負担が小さくなる。

（２）採算性分析

・鉄軌道事業者
○営業（運行）
○施設の整備・保有
○車両の保有

・鉄軌道事業者
○営業（運行）
○車両の保有
※建設にかかる初期投資の負担
が小さくなる。

２３



参考：施設整備の助成制度

鉄軌道整備に係る代表的な助成制度、整備新幹線の整備スキームは、以下のとおり。
一般的には、鉄道事業者は施設整備費の1/3程度は負担し事業を実施。
整備新幹線は、事業者が受益の範囲内で支払う貸付料も財源の一部に充てられている。

名称 対象 補助対象事業費に対する制度上の負担割合

鉄
軌
道
整
備
の
代
表
的
助
成
制
度

都市鉄道利便増進事
業費補助

既存の都市鉄道施設の間
を連絡する新線の建設等
（車両費は含まない）

地下高速鉄道整備事
業費補助

新線建設（車両費は含まな
い）

社会資本整備総合交
付金

モノレール建設等 ゆいレール（那覇空港～首里）の場合

※国庫負担割合は、沖縄県以外ではインフラ部の1/2以下とされている。
※インフラ外部の沖縄都市モノレール㈱負担には、沖縄県等の出資も含まれている。

整
備
新
幹
線
整
備
ス
キ
ー
ム

整備新幹線整備事業
費補助、
整備新幹線整備事業
資金

整備新幹線の建設
（車両費は含まない）

○国と地域の負担割合（貸付料等収入を除いた場合）

○貸付料を含めた実際の負担割合（貸付料は、事業者による支払い）
・貸付料が少ない例： 九州新幹線 新八代～鹿児島

・貸付料が多い例： 北陸新幹線 高崎～長野

※開業時の貸付料を30年間支払い続けた額を事業費に充てるとみなした試算結果。

国
1/3

地方公共団体
1/3

事業者
1/3

国
35%

地方公共団体
35%

事業者
30%

国
2/3

地方公共団体
1/3

・本検討で想定している「上下分離方式」では、右図上のよ
うに公共が施設整備費を全額負担することを想定してい
るが、当該制度は確約されたものではなく、今後、国との
調整が必要であることに留意が必要。

・また、整備新幹線の場合、運行事業者は貸付料に加え、
固定資産税実費相当額を負担しているが、本検討では、
貸付料は課されず、固定資産税のみを計上すると想定し
ているため、その点にも留意が必要。

国 約60% 地方 約30%
貸付料
約10%

国 約25% 貸付料 約63%地方
約12%

国
56.2%

沖縄都市モノレール㈱
34.1%

沖縄県 7.3% 那覇市 2.4%

インフラ部 インフラ外部

２４



イ 収支計算の算出方法
本検討では、評価指標で設定した、上下一体方式、上下分離方式の２つのケースについて試
算を行い、累積資金収支黒字転換年（資金不足が解消される年次）を確認する。

上下分離方式は、施設整備を公共が行うことから、建設費とそれに係る資金調達や利息等
（下図の緑字の部分）は考慮しない。

【損益収支】
○一般企業の損益計算（毎年の利益または損失額の

計算）にあたるもの。

【資金収支】
○保有する資金が不足していないかどうかを確認す

るもの。

累積資金収支黒字転換年の確認
（資金不足が解消される年次）

※累積資金収支黒字転換年は、開業後40年以内に黒字となることが求められる。
（運輸政策審議会答申第19号において、黒字転換年は「40年」程度が適当とされている。）

・旅客運賃収入
・運輸雑収入
・預入金利子
・運営費補助金
・その他収入

損 益 収 入

・人件費
・経費
・建設費利子
・租税公課（※）
・一時借入金利子
・その他支出

損 益 支 出

減価償却前損益

減価償却費

減価償却後損益

損益収支
（税引後損益）

法人税等

・補助金
・借入金

・建設費、車両費
・設備更新費
・建設利息
・償還金

資 金 収 入 資 金 支 出

資金過不足及びその累計

(+)

(-)

(※)本検討の上下分離方
式の場合、施設にかかる
租税公課相当額のみを線
路使用料として整備主体
に支払うものと想定して
おり、貸付料が見込まれ
ていないことに留意が必
要。

２５



ウ 収支計算の主な諸条件（一覧）

項目 概要 算定の考え方

損
益
収
支

損
益
収
入

旅客運賃収入 利用者が支払う運賃による収入 運賃水準は「需要予測の諸条件」で設定

運輸雑収入 広告収入等、旅客運賃収入以外の収入 旅客運賃収入の6.2％（沖縄都市モノレール㈱
のH24実績で設定）

預入金利子 毎年の資金余裕分に対する預金の利子 今回は見込まない

運営費補助金 毎年の赤字額に対する補助金 今回は見込まない

損
益
支
出

人件費 以下の各要員の人件費
運転等 ：運転手等の要員
運輸 ：駅職員等の要員
保守等 ：線路保守、電路保守等の

要員
本社 ：総務、営業等の要員

要員及び経費原単位については、下記を除
き既存都市鉄道※のH24平均値を設定するも
のとし、そのうち保守等には塩害を考慮し
て1割増とする。

・運転等に係る要員については、ワンマン運転
を想定し、既存都市鉄道のうち、ワンマン運
転を行っている都市鉄道（首都圏新都市鉄道
及び名古屋臨海高速鉄道）の平均値を設定

・駅規模に影響を受ける運輸に係る要員及び経
費については、北部は乗車人員が少ないため、
モノレール・新交通の平均値を設定

人件費は、沖縄都市モノレール㈱のH24実
績より1人あたり単価を設定

経費 以下の各経費
運転費 ：動力費等の経費
運輸費 ：駅構内設備等の経費
保守等 ：線路・電路等の保守に係

る経費
その他 ：上記以外の経費

※既存都市鉄道は以下の6事業者
東京臨海高速鉄道、東葉高速鉄道、首都圏新都市鉄道、
名古屋臨海高速鉄道、北大阪急行電鉄、大阪府都市開発

２６



項目 前提条件

損
益
収
支

損
益
支
出

建設費利子 建設費に充てる長期借入金に対する利子 利率は長期プライムレート10年
平均とする

租税公課 線路等の施設および車両等の資産に対する
固定資産税

税率1.4％
ただし都市トンネルは非課税

一時借入金利子 毎年の資金不足分に対する一時借入金の金利 利率は短期プライムレート10年
平均とする

減価償却費 線路等の施設および車両等の資産に対する
償却費用

会計基準による
用地 ：償却なし
土木 ：定額法
車両 ：定額法
その他：定額法

法人税等 法人の所得に対する税 償却後損益×29.92%(法定実効税
率)

資
金
収
支

資
金
収
入

補助金
借入金

建設費等の初期投資に対する資金 初期投資のうち、補助金以外の鉄
軌道事業者負担分は全額借入金と
する

資
金
支
出

建設費・車両費 建設および車両購入に伴う費用 資料3-5「２．事業費算定方法」
に基づき算出

設備更新費 開業後の大規模施設修繕等の費用 今回は見込まない

建設利息 建設費利子のうち開業前の期間のもの
(開業前は損益収支の計算をしないため、
資金収支の資金支出として扱う）

建設費利子と同じ

償還金 建設費に充てる長期借入金に対する元金
償還金

元金均等償還 償還期間20年
（うち据置期間5年）とする ２７



上下一体方式の場合は、建設に係る借入金の利子負担や減価償却費が大きく、採算は成り立た
ない。

（ア） 上下一体方式

エ 収支採算性の予測結果

※< >無し：国道330号
< >有り：国道58号

A案 B案 B派生案 C案 C派生案 D案 D派生案

需要（万人/日） 6.4<5.7> 6.5<5.8> 6.3<5.6> 7.2<6.5> 7.7<6.8> 7.1<6.5> 7.6<6.8>

路線延長（km） 62 <63> 67 <67> 68 <69> 65 <66> 67 <68> 66 <67> 68 <69>

上
下
一
体
方
式

収入<億円／年) 54 <51> 53 <50> 52 <50> 63 <60> 66 <63> 61 <58> 64 <61>

支出(億円／年) 110 <112> 120 <121> 121 <122> 115 <117> 118 <120> 119 <121> 122 <124>

減価償却費(億円／年) 36 <37> 39 <40> 39 <40> 42 <43> 43 <43> 43 <44> 43  <44>

税引後損益(億円／年) -92 <-97> -106 <-111> -107 <-113> -95 <-100> -95 <-101> -102 <-107> -101 <-106>

導入40年後の
累積資金収支(億円)

-5346
<-4974>

-5396
<-5586>

-5501
<-5688>

-5087
<-5280>

-5103
<-5304>

-5382
<-5568>

-5350
<-5542>

累積資金収支
黒字転換年

発散
<発散>

発散
<発散>

発散
<発散>

発散
<発散>

発散
<発散>

発散
<発散>

発散
<発散>

※那覇市～宜野湾市は、国道58号ケース及び国道330号ケースがある。結果についてはそれぞれ提示。
※単年度の収入・支出・減価償却費・税引後損益は、開業後40年間の平均値を示している。
※累積資金収支黒字転換年が「発散」となっているものは、累積赤字が拡大し続けることを示している。 ２８



上下分離方式の場合、C案およびC派生案では330号経由と58号経由のいずれの場合も、D案およ
びD派生案では330号経由の場合のみ、40年以内に累積資金収支が黒字転換するとの結果が得ら
れた。

ただし、本検討では、上下分離方式の場合、整備新幹線の整備スキームで運行事業者が負担す
べき費用のうち、貸付料を除く租税公課相当額のみを計上していることに留意が必要。

（イ） 上下分離方式

※< >無し：国道330号
< >有り：国道58号

A案 B案 B派生案 C案 C派生案 D案 D派生案

需要（万人/日） 6.4<5.7> 6.5<5.8> 6.3<5.6> 7.2<6.5> 7.7<6.8> 7.1<6.5> 7.6<6.8>

路線延長（km） 62 <63> 67 <67> 68 <69> 65 <66> 67 <68> 66 <67> 68 <69>

上
下
分
離
方
式

収入(億円／年) 54 <51> 53 <50> 52 <50> 63 <60> 66 <63> 61 <58> 64 <61>

支出(億円／年) 55 <57> 61 <63> 61 <63> 53 <54> 56 <57> 55 <57> 58 <59>

減価償却費(億円／年) 4 <4> 4 <4> 4 <4> 4 <4> 4 <4> 4 <4> 4 <4>

税引後損益(億円／年) -6 <-11> -13 <-17> -13 <-18> 3 <1> 3 <1> 0 <-3> 1 <-3>

導入後40年目の
累積資金収支(億円)

-222
<-406>

-475
<-662>

-495
<-682>

163
<55>

162
<48>

42
<-105>

62
<-79>

累積資金収支
黒字転換年

84年
<発散>

発散
<発散>

発散
<発散>

1年
<29年>

1年
<30年>

32年
<58年>

29年
<54年>

※那覇市～宜野湾市は、国道58号ケース及び国道330号ケースがある。結果についてはそれぞれ提示。
※単年度の収入・支出・減価償却費・税引後損益は、開業後40年間の平均値を示している。
※累積資金収支黒字転換年が「発散」となっているものは、累積赤字が拡大し続けることを示している。 ２９



＜上下分離方式：開業後の累積資金収支の推移＞

※那覇市～宜野湾市は、国道58号ケース及び国道330号ケースがあるが、グラフは国道330号ケースを表示。
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（３）費用便益分析

本検討では、鉄軌道が導入された場合、県民一人一人の移動（トリップ）がどうなるのか
将来の交通需要の予測を行うこととしている。
将来の交通需要は、4段階推定法に基づく需要予測モデルを用いて予測することとしてお
り、当該モデルでは、将来の鉄軌道利用者数が推計される他、鉄軌道導入に伴い、移動時
間がどの程度短縮されたか、道路交通混雑がどの程度緩和されたか等について貨幣換算さ
れた効果が算出される。

ア 費用便益分析方法

4段階推定法の概要

ａ．発生・集中交通量の予測（第１段階）
地域区分ごとに発生する交通量、集中する交通量を予測する。

ｂ．分布交通量の予測（第２段階）
地域区分ごとに発生した交通量がどの地域を目的地とするか、集中した交通が

どの地域を出発したかを予測する。

ｃ．手段別交通量の予測（第３段階）
分布交通量予測で得られた各地域間の将来の交通において、利用者がどの交

通機関を利用するかを交通機関別の時間、費用等のサービス、個人属性等を考
慮した非集計行動モデルによって予測する。

ｄ．配分交通量の予測（第４段階）

手段別交通量予測で得られた将来の鉄軌道利用者が具体的にどの路線を利用
するかを鉄道経路別の所要時間、費用、混雑率等の要素を考慮した非集計行動
モデルによって予測する。
※本検討では複数の鉄軌道路線がないため、ｃ．（第３段階）までの予測とする。

中央区さいたま市 千代田区A市 B市 C市

中央区

千代田区さいたま市A市 B市

C市

渋谷川崎

鉄道 ２人／５人

自動車 １人／５人

バス １人／５人

徒歩 １人／５人

千代田区さいたま市 JR線

東京メトロ線

A市
B市

渋谷川崎

鉄道 ２人／５人

自動車 １人／５人

バス １人／５人

徒歩 １人／５人

千代田区さいたま市

鉄道

自動車

バス

徒歩

A市
B市
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イ 費用便益分析における本検討での計測項目

代替交通手段と比較した場合の所要時間の短縮効果

代替交通手段と比較した場合の移動費用の縮減効果

バス・自動車等の道路利用交通と比較した場合の定時性向上効果

主に自動車利用と比較した場合の疲労度軽減・運転から解放されることによる自
由度の向上

鉄道事業者の収益

競合事業者の収益

自動車交通の削減による走行時間短縮及び走行経費減少効果

自動車交通の削減による交通事故減少効果

自動車交通の削減による環境改善効果

異常気象時における道路通行規制時の代替経路確保効果

いつでも利用できる安心感・期待感

誰でも利用できることで、送迎等の心理的な負担を回避できることによる満足感

地域の知名度向上、地域住民の誇らしさ等に対する満足感

市街地や地域拠点と連絡されたインフラが存在することによる安心感や満足感

後生に引き継ぐ資産ができることによる満足感

鉄道等が運行している風景を見ることによる満足感

中心市街地の活性化、観光産業の発展

沿線土地利用の高度化、沿線住民、企業の増加

利用者への効果・影響

供給者への効果・影響

社会全体への効果・影響

所要時間短縮効果

費用縮減効果

移動時間の定時性向上効果

移動の快適性向上効果

当該事業者収益

競合事業者収益

道路交通混雑緩和効果

道路交通事故削減効果

環境(NOx,CO2)改善効果

災害時の代替経路確保効果

存在効果

遺贈効果

オプション効果

代位効果

イメージアップ効果

地域連携効果

間接利用効果

波及効果
経済効果

土地利用促進効果

その他効果

本検討における費用便益分析においては、鉄道評価マニュアルで評価すべき効果項目を基
本に、貨幣換算手法がほぼ確立されている下図に示した効果（網掛け部分）を計測対象
とする。
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※那覇市～宜野湾市は、国道58号ケース及び国道330号ケースがある。結果についてはそれぞれ提示。左：国道330号経由 右< >：国道58号経由
※環境改善便益は、各項目とも四捨五入して0.1未満であるものの、一定の効果が見込めることから、0.1と記載している。

※各便益は、四捨五入して１億円単位で表示しているため、合計値と一致しない場合がある。

所得接近法： 人の「時間価値」を「労働賃金率」と仮定して推定する方法。移動に要する時間の機会費用＝労働時間の損失、と考える。

選好接近法： 人々の実際の交通行動や意向から時間価値を間接的に推定する方法。計量経済学的手法により統計的に推定される。

ウ 費用便益分析結果
利用者便益の時間価値は、マニュアルでは選好接近法と所得接近法（次ページ参照）が示されてお
り、需要予測モデルを活用して需要予測を行う場合は、選好接近法の採用が推奨されているが、こ
こでは、マニュアルで示されている選好接近法、所得接近法それぞれの算定結果を示すものとする。

人口が多い沖縄市・うるま市を通過し、鉄軌道の利用者数が多く見込まれるＣ案、Ｃ派生案、Ｄ案、
Ｄ派生案が、所要時間の短縮効果や費用縮減効果、公共交通への転換による道路混雑緩和効果
等が他案に比較して大きくなったため、便益計が高い結果となった。

単位：億円（単年度） A案 B案 B派生案 C案 C派生案 D案 D派生案

利用者便益
・所要時間短縮便益

・費用縮減効果便益

・道路混雑緩和便益

所得接近法 182<163> 172<155> 172<157> 200<181> 211<189> 190<175> 205<186>

選好接近法 137<124> 126<114> 127<119> 146<135> 154<139> 137<129> 148<136>

供
給
者
便
益

当該事業者収益(営業主体) 15 <11> 12  <9> 12  <8> 22 <18> 23 <19> 19 <16> 21 <18）

当該事業者収益(保有主体) -14<-14> -16<-16> -16<-16> -11<-11> -12<-12> -13<-12> -14<-14>

競合事業者収益 3  <3> 2  <3> 2  <3> 3  <3> 3  <3> 2  <3> 2  <3>

計 4  <1> -1 <-4> -1 <-4> 13 <10> 13 <10> 9  <6> 10  <7>

環
境
改
善
便
益

CO₂排出量削減便益 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1>

NOx排出量削減便益 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1>

交通事故削減便益 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1>

計 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1> 0.1<0.1>

便益計
所得接近法 186<164> 171<150> 171<153> 213<191> 225<199> 199<181> 214<192>

選好接近法 140<125> 124<110> 126<114> 160<145> 168<150> 146<135> 158<142>

３３



参考 費用便益比

社会的割引率 便益計算方法
費用便益比
最小～最大値

4%
所得接近法 0.44 ～ 0.59

選好接近法 0.33 ～ 0.44

1.5%（参考値）
所得接近法 0.87 ～ 1.17

選好接近法 0.65 ～ 0.88

費用便益比（B/C）については、参考値として７案中の最小値と最大値を示すものとする。
費用および便益の現在価値を求める際に用いる社会的割引率は、国の指針（「公共事業評価の費用便益分
析に関する技術指針」（H16.2 国土交通省））では、過去の国債利回りをもとに4％と設定しているが、
最新の国債利回りは1.5%程度になることから、参考値として、社会的割引率を1.5％とした場合のB/Cにつ
いても示すものとする。
社会的割引率4%を用いた場合、B/Cは事業化の基準となる1をいずれのケースでも下回っており、本計画の
事業化にあたっては、需要喚起に向けた取組や、事業費の低減といった課題があるといえる。
また、社会的割引率を1.5％とした場合においては、B/Cは１を上回る可能性がある。
さらに、本検討においては、事業により期待される多種多様な便益のうち、貨幣換算の手法が比較的確立
されている項目のみを対象に検討を行ったところ。
このことから、計画段階以降は、貨幣換算の手法が確立されていない便益の算出の可能性の検討等、幅広
く検討の深度化を図っていく必要がある。
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費用便益分析では、将来の費用（効果又は便益）について社会的割引率を用い、現在の価値に割り戻して、
費用便益比を算出することとしている。

社会的割引率は、時間軸上の価値を補正するもので、同じ財の現在と将来の交換比率である。将来の費用
（効果又は便益）と現在の費用（効果又は便益）は実質的な価値が異なり、現在の費用（効果又は便益）
に比べ将来の費用（効果又は便益）の価値が低いものとし、その価値の低減度合いを示すものが社会的割
引率である。
（考え方）

・現在の100円の価値と1年後の100円の価値は同じではないという経済学的な考え方による。
・例えば、銀行で年利４％で運用したとした場合、１年後100円の価値は、現時点では96円（1＋0.04で

割引）の価値と同値と見なすというもの。

社会的割引率は、「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針」（H16.2 国土交通省）により4％と
設定することとされており、指針策定前10～20年間の国債（10年もの）の平均利回りが参考にされている。

最新の国債（10年もの）の利回りは、1～1.5％程度にとどまっているため、本検討では独自に社会的割引
率を下げた場合のB/Cを参考値として示すこととした。

10年平均 H18～H27 1.07%

20年平均 H8～H27 1.37%

30年平均 S61～H27 2.60%

最新の国債金利（10年もの）

（参考） 社会的割引率1.5%を用いる理由

出典：公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（平成16年2月 国土交通省）
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１－２－４.(定量的評価)事業費及び事業期間について

評価の視点 評価項目 評価指標 指標の算出方法及び定性的評価方法

事業性
事業の実施環境

・事業費
・費目別の概算工事数量を算出し、費目別
に設定した工事単価を乗じることにより
事業費を試算

・事業期間 ・工事着手から工事完了までの期間を試算

３６

（１）評価指標及び評価方法



概算事業費は、費目別の概算工事数量にそれぞれ設定した工事単価を掛け合わせて算出する。

事業費算出費目は、以下のとおり。

種別 概要 単価設定の考え方

一
般
部
（
駅
間
）

地
上

高架
地上部を導入空間とする区間の構造
形式で、桁式構造を想定

近年施工された普通鉄道（つくばエクスプレス）の施
工実績をもとに小型鉄道の断面比を考慮し単価を設定

盛土
地上部を導入空間とする区間の構造
形式で、盛土補強土壁を想定

標準断面を想定し積算により単価を設定

ト
ン
ネ
ル

地下
トンネル

地下を導入空間とする区間の構造形
式で、シールド工法を想定

複数の鉄道の施工実績をもとに、小型鉄道の断面比を
考慮し単価を設定

山岳
トンネル

山間部で山を貫通する区間のトンネ
ルで、ＮＡＴＭ工法を想定

複数の鉄道の施工実績をもとに、小型鉄道の断面比を
考慮し単価を設定

駅
部

高架駅 一般部が高架の区間に設置される駅
近年施工された普通鉄道(つくばエクスプレス)の施工
実績をもとに、小型鉄道の断面比を考慮し単価を設定

地下駅 一般部が地下の区間に設置される駅
複数の鉄道の施工実績をもとに、小型鉄道の断面比を
考慮し単価を設定

用地補償費
導入空間の土地買収費、建物補償費、
区分地上権設定費等

・用地費については地価公示価格をもとに算出
（区分地上権設定費は用地費の30%とする）

・建物補償費については、県内の道路事業に
係る補償実績から単価を算出し設定

（２）事業費算定方法について

ア 事業費算出費目及び単価設定の考え方について
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種別 概要 単価設定の考え方

設備

建築設備費 駅舎の建築内装費、建築設備費 小型鉄道の施工実績をもとに単価を設定

軌道 軌道設備 小型鉄道の施工実績をもとに単価を設定

機械設備費
空調・換気・排煙設備、昇降機設備
等

小型鉄道の施工実績をもとに土木費に対する割合で
設定
※土木費：一般部（駅間）、駅部の合計

電気設備費
変電所設備、電力線設備、信号通信
設備

小型鉄道の施工実績をもとに土木費に対する割合で
設定
※土木費：一般部（駅間）、駅部の合計

車両費 車両（予備車両も含む） 小型鉄道の実績をもとに単価を設定

車庫費
車庫の土木関連、諸建物、機械設備
等

小型鉄道の施工実績をもとに単価を設定

総係費 工事付帯及び管理費
小型鉄道の施工実績をもとに直接工事費に対する割
合で設定

※土木費 ＝ 一般部（駅間） ＋ 駅部の合計
※直接工事費 ＝ 総係費を除く費目の合計
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イ 概算事業費の算出結果

那覇～宜野湾区間については、国道330号及び国道58号ともに高架構造で拡幅を行う場合、
用地補償費が多額となるため、事業費が安価となる地下トンネルを想定し、試算を行った。

参考として、国道330号及び国道58号へ用地を確保し拡幅して高架構造で導入した場合と、
基幹バス専用レーンを活用して、国道58号へ高架構造で導入した場合（拡幅無し）の事業費
についても示すものとする。

※概算事業費は、平成26年度価格であり、消費税を含まない。

那覇
～

宜野湾

国道330号
地下

国道58号
地下

国道330号
地下

国道58号
地下

国道330号
地下

国道58号
地下

国道330号
地下

国道58号
地下

国道330号
地下

国道58号
地下

国道330号
地下

国道58号
地下

国道330号
地下

国道58号
地下

62 63 67 68 68 69 65 66 67 68 67 67 69 69

5,200 5,200 5,600 5,600 5,700 5,700 6,000 6,000 6,100 6,000 6,100 6,100 6,100 6,100

<参考概算事業費>(億円)

那覇
～

宜野湾

（R58高架
道路拡幅なし) (5,000) (5,400) (5,500) (5,800) (5,900) (5,900) (5,900)

（R330高架
道路拡幅あり)

(R58高架
道路拡幅あり) (5,300) (6,900) (5,700) (7,300) (5,800) (7,400) (6,100) (7,700) (6,200) (7,700) (6,200) (7,800) (6,200) (7,800)

延長（km）

概算事業費（億円）

【Ｄ案】 【Ｄ派生案】

中部西・北部西ルート 中部西・北部東ルート 中部西・北部東ルート 中部東・北部西ルート 中部東・北部西ルート 中部東・北部東ルート 中部東・北部東ルート
項　目

【Ａ案】 【Ｂ案】 【Ｂ派生案】 【Ｃ案】 【Ｃ派生案】

３９



ウ 概算事業費に係る留意事項
（計画段階以降の詳細検討における事業費の変動の可能性）

A案 B案 B派生案 C案 C派生案 D案 D派生案

事業費が
上がる可能性

・地表10m以深での地下トンネルの施工にあたっては、琉球石灰岩による影響はほとんど無いものと想定して
いるが、深い層に琉球石灰岩が存在する区域が確認された場合は、補助工法に要する経費が新たに必要と
なり、その規模によっては事業費に影響を与えるものと考えられる。

事業費が
下がる可能性

・跡地活用の場合、施工上の制約が少ないため、建設費の低減の可能性がある。

※下段は
SENS採用時

のルート毎事
業費低減率

・本検討では、地下トンネル区間については、一般的なシールド工法による施工単価（他事例より）を用いて
試算しているが、SENS工法注)は、一般的なシールド工法に比べコスト縮減が可能であり、採用が可能となっ
た場合、事業費の低減が期待できる。

4%程度 3～4%程度 3～4%程度 7%程度 6～7%程度 6～7％程度 6%程度

構想段階にあたる本計画検討は、概ねのルート等を検討する概略計画の段階であり、事業費
については地形図から構造等を想定し、他事例の工事単価を用いて概算している。

そのため、計画段階以降では、本計画検討で絞り込まれた案について、現場の状況等を詳細
に把握した上で、経済的観点等を含め検討を行っていくこととしており、事業費は変動が生
じるものと想定される。

ここでは、計画段階以降の詳細検討において、事業費に変動を与える可能性がある主な留意
事項等を整理するものとする。

注）参考：「平成25年度沖縄における鉄軌道をはじめとする新たな公共交通システム導入課題検討に向けた基礎調査」調査報告書
内閣府政策統括官（沖縄政策担当） ４０



（３）事業期間の算出

【算出の考え方】
・土木工事、軌道・電気・建築工事、開業準備に要するそれぞれの期間を、既存の都市鉄道
等の実績をもとに設定するものとする。

・用地買収期間については、工事期間が長期となるため、基本的にはその期間内に買収し、
買収できたところから随時工事を行っていくものと考えられることから、事業期間には影
響を与えないものと想定する。

・ただし、最初に土木工事を開始する箇所については、着手前に用地買収を済ませておく必
要があることから、土木工事開始までの用地買収期間については、既存の都市鉄道等の実
績をもとに全ルート案ともに1.5年と設定するものとする。

ア 事業期間算出の考え方

４１

【事業期間の範囲】
・工事施行認可後～開業までの建設期間とする。
・具体的には、用地買収→土木工事→軌道・電気・建築工事→開業準備までの期間について
算出するものとする。



種　別 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

事前調査、測量、
地質調査、概略設計

鉄道事業認可

都市計画決定

環境アセスメント

各種協議

詳細設計

工事施行認可

用地買収、
区分地上権設定

土木工事
（最長工区）

軌道・電気・
建築工事

開業準備

事前調査・準備期間

開

業

イ 事業期間の算出方法

・各ルート案毎に以下のとおり事業期間を算出する。

事業期間 各ルート案毎に土
木工事で最長工区
となる区間を想定

事業期間イメージ

４２

【工事期間の算出方法】
・工事期間に最も影響を与えるのは、工区の長いトンネルにおける掘削工事である。
・掘削を行うための立杭及び抗口が、駅部や山岳の入口と出口に限られてしまうシールド（地下）トンネル又は

山岳トンネルは、その区間が一般的に分割できない区間となり、工事に長期間を要するため、駅間や山岳区間
の距離が工事期間に大きく影響を与える。

・そのため、本検討では、シールド（地下）または山岳トンネルのうち、工事にもっとも期間を要する区間をも
とに、建設期間を算出するものとする。



ウ 事業期間の算出結果

※那覇ー宜野湾間の構造を
踏まえた名称を記載

A案 B案 B派生案 C案 C派生案 D案 D派生案

・330号地下ケース

13年 12年 13年 15年 15年 15年 15年

・58号地下ケース

・Ａ案、Ｂ案、Ｂ派生案は山岳区間にある山岳トンネルが最長工区となった。
・Ｃ案、Ｃ派生案、Ｄ案、Ｄ派生案は市街地にある地下トンネルが最長工区となった。

４３



１－２－５.(定性的評価)南北間の交流人口の増加について

（１）評価指標及び評価方法

●具体的な評価方法

• 鉄軌道が整備されることで、沿線及びその周辺地域への速達性・定時性が向上し、通勤・通
学圏域が広がることから、広域的な移動が行われる可能性がある。また、移動利便性の向上
等により、これまで行けなかった商業地や観光地等への移動が便利になり、各地域間の移動
が活発となることが期待される。

• 以下の２つの方法で可能性の評価を行う。

○評価方法１：既存事例による鉄軌道の整備前後の地域間移動の変化

• 既存の事例から、鉄道の整備前後の都心と郊外間、都心と沿線地域間の目的別の移動の変
化を把握し、鉄軌道の整備効果を評価する。

○評価方法２：アンケート調査による県民・観光客の意識・行動の変化の可能性

• 県民及び県外観光客へのアンケートから、鉄軌道導入による地域間移動の意識・行動の変
化を把握し、鉄軌道の整備効果を評価する。

評価の視点 評価項目 評価指標 指標の算出方法及び定性的評価方法

県土の均衡ある
発展

南北間の交流
人口

・鉄軌道の有無による
地域間移動の変化

・他事例等の整備前後における地域間移動の変化
を踏まえ、交流人口の拡大の可能性を評価する。

４４



（２）評価方法１：既存事例による鉄軌道の整備前後の地域間移動の変化

東京23区
（TX沿線を除く）

つくば市

つくば市→東京23区(TX沿線区を除く)

東京23区(TX沿線区を除く)→つくば市
資料 第４回、第５回 東京都市圏パーソントリップ調査
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0
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通勤 通学 私事 業務

千トリップ／日
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0

1
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4

5

6

H10 H20 H10 H20 H10 H20 H10 H20

通勤 通学 私事 業務

千トリップ／日

・つくばエクスプレス（ＴＸ）の整備前後で、東京都心とつくば市間、またＴＸ沿線とつくば市間において、
通勤・通学、私事等の人の移動（日あたりトリップ数）の増加が確認された。

つくば市→TX沿線

TX沿線→つくば市

4.3 

5.0 

0.3 0.3 

1.2 

3.5 

1.4 

2.4 

0

1

2

3

4

5

6

H10 H20 H10 H20 H10 H20 H10 H20

通勤 通学 私事 業務

千トリップ／日
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1.1 
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2.9 

0
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2
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6

H10 H20 H10 H20 H10 H20 H10 H20

通勤 通学 私事 業務

千トリップ／日
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（３）評価方法２：アンケート調査による県民・観光客の意識・行動の変化の可能性
アンケート調査による意識・行動の変化（県民）

県民については、通勤・通学、観光・レジャーでは、条件が整えば、約７割が鉄軌道の利用意向
を示している。

居住地（北部・中部・南部）ごとに確認すると、非日常の買物、観光・レジャーで他地域にも行き
たいとする意向の割合が、北部・中部・南部どの地域でも増加している。

那覇と名護を１時間で結ぶ鉄軌道が整備された
場合、鉄軌道の利用可能性について目的別（通
勤・通学、買物等）で確認。

鉄軌道が導入された場合、「非日常の買物」
や「観光・レジャー」の行き先について、居住
地（北部・中部・南部）ごとに確認。

４６



アンケート調査による意識・行動の変化（観光客）

観光客については、条件が整えば、約８割が鉄軌道の利用意向を示している。

鉄軌道が整備された場合に行きたい観光地としては、南部だけでなく、北部や中部の観光地が
多く選ばれている。

過去２年間に沖縄旅行の経験のある観光客を対
象に、那覇と名護を１時間で結ぶ鉄軌道が整備さ
れた場合、鉄軌道の利用可能性について確認。

県外観光客に、これまでの沖縄の交通の状況では行
こうと思わなかった観光地で、鉄軌道ができたら行き
たいところについて確認。

４７



【事例のまとめ】

つくばエクスプレス（ＴＸ）について、新線整備前後での沿線住民のトリップ目的地の変化をみると、

都心と郊外、沿線地域において、通勤・通学、私事等の人の移動（日あたりトリップ数）の増加が確
認されたことから、ＴＸの整備により、地域間移動が増加していると考えられる。

【アンケート分析のまとめ】

アンケート結果から、那覇と名護を１時間で結ぶ鉄軌道が導入された場合、フィーダー交通の充
実など条件が整えば、県民については、非日常の買物や観光・レジャーで、居住地以外の地域へ
も行きたいという意向が増加することが確認された。また、観光客については、南部だけでなく、北
部、中部の観光地などより多くの観光地へ行くと思うとの意向が確認された。

事例及びアンケート結果より、那覇と名護を１時間で結ぶ鉄軌道が導入された場合、条件整備
をあわせて行うことで、県民・観光客の交通手段や行き先の選択肢が広がり、北部・中部・南部の
地域間移動の機会が増加し、南北間の交流人口が増加する可能性が確認できた。

※なお、南北間の交流人口の増加については、各ルート案ごとに比較評価はせず、鉄軌道整備の効果として評
価する。

（４）南北間の交流人口の増加についての総括

４８

鉄軌道の導入による地域間移動の変化の可能性について、他事例及び県民・観光客アンケートに
より確認した。



（１）評価指標及び評価方法

●具体的な評価方法

• 鉄軌道が整備されることで、移動制約者（自動車を運転できない人等）が外出しやすくなり、外出

機会が増加することが期待される。

• 以下の２つの方法で可能性の評価を行う。

○評価方法１：既存事例による鉄軌道の整備前後での私事トリップ数の変化（評価方法１）

• 既存事例より、鉄道が利用しやすい沿線と非沿線での外出頻度の違い、鉄道の新線整備前後

による外出頻度の変化を把握し、鉄軌道の整備効果を評価する。

○評価方法２：既存事例による鉄軌道の沿線・非沿線での私事トリップ数の違い（評価方法２）

• 既存事例より、沖縄本島人口規模が同程度の地域における、鉄道が利用しやすい沿線と非沿

線での外出頻度の違いにより、鉄軌道の整備効果を評価する。

評価の視点 評価項目 評価指標 指標の算出方法及び定性的評価方法

高齢者を含めた県
民及び観光客の移
動利便性の向上

県民の外出機
会の増加

鉄軌道の有無による
外出頻度の変化

他事例等の整備前後における鉄軌道沿線と非沿
線での私事交通のトリップの原単位を比較整理し、
外出頻度の増加の可能性を評価する。

１－２－６.(定性的評価)外出機会の増加について

４９



0.61

0.49

0.58
0.51

0.57
0.61

0.70

0.58

0.69 0.66 0.68
0.73

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

沿線 非沿線 つくば

ｴｸｽﾌﾟﾚｽ

埼玉高速 横浜4号線 多摩ﾓﾉﾚｰﾙ

(トリップ/日)

0.09 0.09 0.11 0.15 0.11 0.12

（２）評価方法１：既存事例による鉄軌道の整備前後での私事トリップ数の変化

H10とH20と比較すると、新線整備のない沿線地域、非沿線地域においても一人あたりの私事トリッ
プ数は増加。これは社会的変化によるものと想定される。

一方、複数の新線の沿線の一人あたりの私事トリップ数においては、整備後に社会的変化以上に増
加。かつ、新線整備後（H20年時点）は、沿線地域のレベル付近まで増加していることが確認された。

各路線ともトリップ数が社会的変化以上
に増加。
かつ、鉄軌道の整備後（H20）で、沿線地
域と同程度までトリップ数が増加。
新線整備の効果と考えられる。

沿線地域が非沿線地域よりもトリップ数は
多い状況。
また、H10よりH20はどちらもトリップ数が
0.09増加しており、これは社会的変化によ
るものと考えられる。

H10 H20 H10 H20 H10 H20 H10 H20 H10 H20

出典：平成10年、平成20年 東京都市圏パーソントリップ調査

H10 H20

TXの私事トリップを年齢階層別に分析

<H13開業＞ <H20開業＞ <H12開業＞

つくば
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ（TX)
<H17開業＞
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出典：平成10年、平成20年 東京都市圏パーソントリップ調査
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(トリップ/日） 各項目左がH10PT、右がH20PT65歳以上

つくばエクスプレス（TX)の整備前後（H10とH20）における15～19歳、 20～64歳の一人あたりの私
事トリップ数の変化はわずかである。
一方、65歳以上の一人あたりの私事トリップ数は、整備前は非沿線地域と同程度であり、整備後は
他鉄道の沿線地域と同等まで増加している。
このことから、TX沿線の整備前後の一人あたりの私事トリップ数の変化は、主に高齢者の一人あた
りの私事トリップ数の増加であり、高齢者の外出機会が増加している可能性がある。

0.45増 0.28増 0.26増

＜つくばエクスプレス沿線の年齢階層別の私事トリップの変化＞

非沿線地域は、
H20はH10より増加している

ものの、沿線地域のトリップ
数よりは少ない

H10は非沿線

地域のトリップ
数と同等

H20(TX整備後)は他鉄道の

沿線地域と同等のトリップ数
に増加

H10 H20 H10 H20 H10 H20
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静岡中部都市圏及び新潟都市圏(中心部)を対象に、一人あたりの私事トリップ数を確認すると、鉄
道沿線地域でトリップ数が多い傾向にある。

（３）評価方法２：既存事例による鉄軌道の沿線・非沿線での私事トリップ数の違い

資料：第４回静岡中部都市圏パーソントリップ調査

0.79
0.73

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

沿線 非沿線

(トリップ/日)(トリップ/日)

沿線地域が非沿線
より一人あたりの私
事トリップ数が多い。

0.59 0.54

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

沿線 非沿線

(トリップ/日)(トリップ/日)

沿線地域が非沿線
より一人あたりの私
事トリップ数が多い。

資料：第３回新潟都市圏パーソントリップ調査
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新線の沿線地域において、整備後、一人あたりの私事トリップ数が既存鉄道の沿線地域と同程度
になる傾向が確認された（つくばエクスプレス、埼玉高速鉄道等）。

特に、TX沿線において、一人あたりの私事トリップ数の整備前後の変化について年齢階層別に確
認すると、高齢者（65歳以上）の一人あたりの私事トリップ数の増加が主な要因であると考えられ、

交通手段や行き先の選択肢が広がったことで新たに外出するようになるなど、新線整備により高
齢者の外出機会が増加している可能性があることが確認された。

また、沖縄本島と同じ人口規模の静岡中部都市圏や新潟都市圏の事例においても、沿線地域が
非沿線地域よりも一人あたりの私事トリップ数が比較的多いことが確認された。

（４）外出機会の増加についての総括

事例から、那覇と名護を１時間で結ぶ鉄軌道が導入された場合、県民の交通手段や行き先の選
択肢が広がり、沿線住民、特に高齢者等の外出機会が増加する可能性があることが確認された。

※なお、外出機会の増加については、各ルート案ごとに比較評価はせず、鉄軌道整備の効果として評価する。

５３

鉄軌道の導入による外出機会の増加の可能性について、他事例の私事トリップの変化により、以下
の通り確認できた。



出典：沖縄県

出典：新潟市

《健康に関する状況①》

《公共交通による健康増進効果》

・新潟市が「第6次改訂日本人の栄養所要量」
をもとに、30代男性が20km通勤する際に、公
共交通と自動車を利用したときの消費カロ
リーを推計しました。
・消費カロリーの差は約200 kcalであり、これ
はジョギング約20分に相当します。
・公共交通を利用すれば、駅やバス停まで歩
いたり、車内で立ったりと、同じ移動でも倍以
上のカロリーを消費することが可能です。

・国が行っている国民健康・栄養
調査の結果によると、沖縄県民の
肥満者（BMI 25以上と定義）の割
合はどの性年齢階層でも全国平
均を大きく上回っています。
・男性は 20 歳代から３割を超え、
40～50 歳代では５割を超え２人
に１人が肥満となっています。
女性は、年齢が上がるにつれて

肥満者の割合は高くなり、60歳代
以降では４割を超えています。

・国が行っている国民健康・栄養調査の結果によると、沖縄県民の成人平均歩
数は、男性が6900歩、女性が5900歩であり、全国平均を下回っています。
・また、健康に暮らせる目標として沖縄県が設定している歩数を大きく下回って
います。
・県の目標を達成するためには、毎日あと20分以上の歩行が必要です。
・運動量が少ないと、肥満につながるほか、運動機能の低下により、将来的に
要介護になるリスクが高まるとされています。

《公共交通利用促進による歩数増加効果》

・富山市では、65歳以上の高齢者を対象に、市内各地から中心市街地へ出かけ
る際に公共交通利用料金を1回100円とする割引制度「おでかけ定期券」を実施し
ています。
・この制度は、高齢者の外出機会の創出、中心市街地の活性化、交通事業者へ
の支援等を目的としています。
・富山市が行った調査では、おでかけ定期券利用者の平均歩数は、国民・県民の
平均的な歩数を上回っており、おでかけ定期券は利用者の歩数増加に貢献して
いることが確認されました。

出典：富山市

出典：国土交通白書2015

出典：沖縄県

《健康に関する状況②》《沖縄県民の健康に関する状況》

《移動に伴う消費カロリー》

《自動車利用率と肥満》

・Bassettらにおいて、欧米各国の肥満率（BMI 30以上を肥満と定義）と、
自動車以外の交通手段の利用率の関係が確認されています。

・両者は明らかに反相関しており、車への依存度が低い国ほど、肥満率
が低いと言えます。

・自動車への依存が特に低い（20%弱）オランダやスイスでは、肥満率は
10%未満です。

出典：“Walking, Cycling, and Obesity Rates 
in Europe, North America, and 
Australia”David R. Bassett et al. (2008)

● 肥満率（左軸）
○ 自動車以外の手段の利用率（右軸）

参考：外出機会の増加による健康への効果について

鉄軌道の導入により、外出機会が増加することによって、意識せずとも、駅やバス停まで歩いたり、
車内で立ったりと、運動することにつながり、健康面での効果が期待される。
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●具体的な評価方法

• 市町村のまちづくりの上位計画等を確認し、各地域のまちづくりのテーマから、鉄軌道導入に
よるまちづくりへの寄与が期待される主なテーマを以下のとおり抽出し 、その可能性を確認。

（１）評価指標及び評価方法

評価の視点 評価項目 評価指標 指標の算出方法及び定性的評価方法

・まちづくり
（駐留軍用地
跡地の活性化
含む）

まちづくりへの
インパクト

・まちづくりへの寄与の定
性的評価

・鉄軌道導入の効果として、市町村のまちづくりへの寄与の定性的な評
価を行う（観光まちづくりへの寄与、駐留軍用地の活性化等を含む）。

※なお、今回は、構想段階の概略計画における評価であり、具体的なルートや駅位置が設定されていないこ

とから各ルート案ごとの比較評価は行わない。

１－２－７.(定性的評価)まちづくりへのインパクトについて

抽出した鉄軌道による効果が期待されるまちづくりの主なテーマ

観光まちづくりへの寄与 駐留軍用地跡地の活性化 コンパクトなまちづくり支援
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各市町村において、観光地の魅力向上を図るため、地域の自然・歴史・文化など地域資源を活用
したハード・ソフト両面からの観光まちづくりの取組が進められている。

那覇と名護を１時間で結ぶ鉄軌道が導入された場合、利用意向のある県外観光客のうち約６割が、
鉄軌道を利用することで、より多くの観光地を訪問したいと回答している。

観光客アンケートの結果から、鉄軌道利用により新たに行きたい訪問先については、北部地域や
中部地域の観光地が多く選定されており、観光客が広域的に周遊観光を行うことが期待される。

（２）観光まちづくりへの寄与

図 「今後訪問希望地」＋「鉄軌道が整備された場合に行きたい観光地」のベスト30
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○てだこ浦西周辺における駅周辺の新たなまちづくり

那覇新都心地区などの駐留軍用地跡地を活用した新たなまちづくりの事例から、モノレール開業
や基盤整備等により、駅周辺地区の人口増加や地区内での雇用者数の増加等が確認された。

てだこ浦西駅周辺の未利用地における新たなまちづくりの事例から、駅周辺において、企業誘致
等に取り組むことにより、新規投資や大規模商業施設の進出が促進される可能性があることが確
認された。

（３）駐留軍用地跡地の活性化

○那覇新都心地区、小禄金城地区の人口変化

○那覇新都心地区、小禄金城地区の経済波及効果

3,060 32倍 93倍
億円 億円／年 億円／年 人 人

1,153 14倍 29倍
億円 億円／年 億円／年 人 人

※整備による直接経済効果⇒ ・返還後の施設・基盤整備（投資）による効果（公共・民間含む）・

※活動による直接経済効果⇒ ・返還前：地代、軍雇用者所得、米軍等への財・サービスの提供額、基地周辺整備費等、基地交付金

・返還後：卸・小売業、飲食業、サービス業、製造業の売上高、不動産（土地、住宅、事務所、店舗）賃貸額

15,560

159 4,636

参考・雇用者人数

返還前 返還後 倍率

168

小禄金城地区

108.8ha

活動による直接経済効果

倍率返還後返還前

1,634

489

52

34

整備による
直接経済効果

返還後

那覇新都心地区

214.0ha

【予定されている事業等】
・土地区画整理事業の導入、交通結節点（駅前
広場）整備

・パーク＆ライド駐車場（1000台規模）設置
・民間企業の駅周辺開発事業への参入
（大型複合商業施設、高層マンション、オフィス
ビル等を予定）

出典：分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定事業 報告書（概要版）
（平成28年3月 浦添市） ※イメージ図除く

【大型複合商業施設の規模】

階層 駐車場台数

商業施設 57,000 ㎡ 地上4階

オフィス 6,900 ㎡ 地上5階～9階

1,555台
（47,000㎡）

床面積

○新規投資等 約600億～700億円
○昼間人口 最大約１．５万人
○雇用創出 約５，０００人
※内定事業社の提案内容からの積算によ
る

イメージ
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日向市のコンパクトなまちづくり等の事例より、駅周辺の基盤整備、商業活性化、街なか居住支
援等の取組を一体的に推進することで、沿線開発やそれにともなう中心市街地の定住人口増加
が確認された。

那覇市の事例より、沖縄都市モノレール沿線での再開発事業や民間投資等により、駅周辺への
新築建築物の立地集積、沿線地域での人口集積が確認された。

県民へのアンケート結果より、６５％程度の人が鉄軌道ができた場合に「駅から自宅までの移
動が楽にできる地域での生活」をしたいという意向を示していることが確認された。

（４）コンパクトなまちづくり支援

那覇市全体の新築件数4,804件に対し、モノレール
駅600ｍ圏内には2,409件（50.1％）の新築動向

○日向市（宮崎県）のコンパクトなまちづくりの事例
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（５）総括

観光まちづくりへの寄与

駐留軍用地跡地の活性化

コンパクトなまちづくり支援

鉄軌道の導入や駅から観光地までの２次交通の充実等により、移動時間が短縮され、観光客
が南部・中部・北部の観光地を巡る広域的な周遊観光が可能となり、各観光地の魅力向上が
図られれば、入込観光客数の増加など観光まちづくりへの寄与が期待される。

鉄軌道の導入は、未利用地などにおいて、駅周辺に新たな開発需要等を生じさせる可能性が
あり、駐留軍用地跡地において、住宅、商業・業務施設等の立地が実現した場合、人口増加
や雇用の創出など一定程度の経済効果が見込まれ、駐留軍用地跡地の活性化に寄与するこ
とが期待される。

鉄軌道の導入とあわせて、既成市街地などにおいて、駅周辺及び沿線地域の居住環境の改
善や土地利用の高度化による公共施設、商業・業務施設など都市機能の集積促進等を行うこ
とで、駅を中心とした市街地の再整備や無秩序な市街化の抑制、中心市街地の活性化など市
町村のコンパクトなまちづくりへの寄与が期待される。

鉄軌道の導入によるまちづくりについての詳細な検討は、具体的なルートや駅位置等の検討を行う計画段階
において行う。

他地域の事例より、市町村の地域特性を生かした観光地の魅力向上の取組や駅周辺での市街
地整備等の取組を行うことで、鉄軌道の導入が、以下のように市町村のまちづくりに寄与する可能
性があることが確認された。
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１－２－８．(定性的評価)事業実施にあたっての留意事項

評価の視点 評価項目 評価指標 指標の算出方法及び定性的評価方法

事業性 事業の実施環境 ・事業の実施にあ
たっての留意事項

○地形的・地盤的課題
・既存文献等から地形的・地盤的影響が想定される
地域における留意事項を整理

○導入空間確保及び自動車交通への影響
・高架、地下など導入空間ごとに想定される施工上
の課題等を整理

○用地確保の方法
・市街地部や郊外部などにおける用地確保の一般
的な課題の整理

○耐災害性
・ハザードマップ（津波、土砂災害等）で示される危険
区域を走る区間の距離や被害規模等を考慮した配
慮事項の整理

６０
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A案 B案 B派生案 C案 C派生案 D案 D派生案

地
形
的
・
地
盤
的
課
題

高架橋
・中南部では島尻層群泥岩が、中北部では名護層と嘉陽層が主体と考えられ、施工上の問題は少ない。
・ただし、北谷町からうるま市にかけて天願断層が存在するため、設計にあたっては当該箇所を避ける等の配慮が必要。

地下
トンネル

・中南部では島尻層群泥岩が、中北部では名護層と嘉陽層が主体と考えられ、施工上問題は少ない。
・周辺環境から土壌汚染の可能性のある掘削土砂については、汚染の有無を確認のうえ、適切な対処が求められる。

・但し、島尻層群泥岩を基板とする海岸近傍等
の一部区間では、琉球石灰岩が深部まで存在す
ることも考えられることから、事前調査で確認
のうえ、必要に応じた設計・施工が求められる。

－ ・A案、B案、B派生案と
同様

－ ・A案、B案、B
派生案と同様

－ ・北谷町からうるま市間には天願断層があるため、設計・施工上の留意が必要。

山岳
トンネル

・名護層、嘉陽層は比較的良好な地質であり、施工上の問題は少ないが、沢枯れや地下水低下等に対する留意が必要。
・周辺環境から土壌汚染の可能性のある掘削土砂については、汚染の有無を確認のうえ、適切な対処が求められる。

導
入
空
間
確
保
及
び

自
動
車
交
通
へ
の
影
響

高架橋

・北部については、専用空間を確保するため、自動車交通に大きな影響は無い。
・中南部については。既存道路の占用にあたり道路管理者との協議が必要。

・中南部において、道路空間に高架で導入する
区間が最も長いため、他案に比べ施工中の自動
車交通への影響が大きいと考えられる。

・中南部において、道
路空間に高架で導入す
る区間が最も短いため、
他案に比べ自動車交通
への影響は小さいと考
えられる。

・中南部において、道路
空間に高架で導入する
区間は、C,D案よりも多
いことから、C,D案より
は、自動車交通への影
響は大きいと想定され
る。

・C案と同様 ・C派生案と
同様

地下
トンネル

・既存道路の占用にあたり道路管理者との協議が必要。

・推進工法のため、自動車交通への影響を駅部のみに抑えることができる。
・駅部については、開削施工のため自動車交通への影響が生じることから、影響を最小限にするための対策が必要である。

山岳
トンネル

・専用空間のため、自動車交通に大きな影響は無い。

（２）留意事項のまとめ①
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A案 B案 B派生案 C案 C派生案 D案 D派生案

用地確保
の方法

高架橋

・中南部では、道路空間内を縦断的に活用するため、基本的には用地買収は必要ない。ただし、一部平面線形上、道路用
地を外れる場合等については用地買収が必要。

・また、立体交差となっている交差点付近では、歩道橋を避けるため用地買収が必要。
・北部では専用空間確保のため、全線にわたり用地買収が必要。

地下
トンネル

・道路下を縦断的に活用するため、基本的には用地買収は必要ない。
・ただし、平面線形上、道路用地を外れる場合には区分地上権が必要。

・宜野湾～うるまにかけては、道路幅員が狭いため、駅
部について、用地買収が必要。

山岳
トンネル

・専用空間となるため、坑口箇所等において、用地買収等が必要。

－ ・東西横断の際、一部、米軍基地
の地下を通過する可能性があり、
その場合は、米軍との協議が必
要。

－ ・B案及びB派生案と同様

耐災害性
（土砂災
害）

高架橋
・一部、土砂災害危険箇所を通過する可能性があるが、危険箇所が連坦していないことから、設計・施工での対策が可能。

地下トン
ネル

・被害は小さいと考えられる。

山岳トン
ネル

・被害は少ないが、トンネル出入り口付近が土砂災害危険箇所に位置する場合、対策が必要。

耐災害性
（津波災害）

・各案とも0.3m以上の津波浸水箇所を（約2～12km程度の範囲で）通過する可能性があり、設計上の留意及び管理上の浸水
時の運用マニュアルの策定等の対策が必要。

（３）留意事項のまとめ②
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（１）評価指標及び評価方法

評価の視点 評価項目 評価項目 指標の算出方法及び定性的評価方法

環境 環境への影響 環境への影響及び配慮事項 ○自然環境
既存文献等から鉄軌道の整備により影響を受けると考えられる自然環境を抽出し、
留意事項を整理。
また、どのような環境配慮が可能か把握するため、環境保全対策例を整理。
【影響を受けると考えられる環境項目】
・重要な動物・植物、生態系（特定植物群落、自然環境法令等の規制区域）
・地下水（井戸・湧水）
・重要な地形・地質
・人と自然との触れあい活動の場
・歴史的・文化的環境（文化財の分布環境）

○生活環境
既存事例等を参考に、想定される鉄軌道の車輌の走行に伴う騒音・振動の影響の内
容（住宅地や教育・医療・社会福祉施設等への影響）を留意事項として整理。
また、どのような対策が可能か把握するため、既存事例等から車輌の走行に伴う騒
音の低減措置（遮音壁、車輌形態等）を整理。

○景観等
既存文献等から地域における景観形成の目標像を把握し、景観形成にあたり配慮す
べき事項を整理。また、主要な眺望点における眺望イメージ図を作成し、対策案が与
えるインパクトについて整理。
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（2）自然環境に関する配慮事項等
(詳細は、第6回 沖縄鉄軌道計画検討委員会 資料6-5参照)
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（3）生活環境に関する配慮事項等
(詳細は、第6回 沖縄鉄軌道計画検討委員会 資料6-5参照)
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（4）景観に関する配慮事項等
(詳細は、第6回 沖縄鉄軌道計画検討委員会 資料6-5参照)
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１－２－１０. 起終点及び付加ルート検討について

（１）県民から寄せられた意見

ステップ３では、県民から下記のとおり骨格軸ルートについて、名護以北や南部への延伸、骨
格軸へのルートの付加を求める様々な意見が寄せられた。（下記8項目参照）

(1)北部の概ねの地域を経由するルートを求める意見
(2)中南部東海岸を含めた中部または中南部の概ねの地域を経由するルートを求める意見
(3)那覇ー名護間において概ねの地域を経由、又は一周するルート、複数ルートを求める意見
(4)全島環状路線、本島の概ねの地域を経由するルートを求める意見
(5)南部～名護以北までの本島縦断路線を求める意見
(6)本部半島や国頭等、名護以北への延伸を求める意見
(7)糸満、八重瀬、与那原方面等、南部への延伸を求める意見
(8)北部又は南部の概ねの地域を経由するルートを求める意見

寄せられた意見を一つの図にとりまとめると右図のとおり
となる。

本資料では、県民から寄せられた意見を踏まえ骨格軸の延伸
及びルートの付加の可否について検討を行うものとする。

図 寄せられた県民意見をまとめた
ルートイメージ（例：A案）
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（２）検討の視点について

「求められる公共交通の役割」を踏まえると、骨格軸には
・那覇と名護を１時間で結ぶ公共交通軸の構築
・多くの人が利用できる地域を経由

などの視点に基づく検討が必要であり、速達性や輸送力の高いサービス水準が求められて
いる。

鉄軌道のようにサービス水準の高い公共交通システムは、路線バス等の他の公共交通シス
テムに比べ、速達性等の移動利便性が向上することから、その導入により一定程度の利用
者数の増加も想定されるものの、一方で、高いサービス水準を維持するためには、より多
くの経費を要することから、収支バランスが取れるかどうかが重要な視点となっている。

そのため、公共交通ネットワークを考える場合、需要等各地域に求められるサービスレベ
ルに応じて、速達性及び輸送力など各公共交通システムの持つ機能・特性を組み合わせ、
公共交通機関全体として機能向上を図っていくという視点が重要とされている。

これは、本検討においても同様であり、沖縄の将来の姿の実現等のために求められる骨格
軸が安定的・持続的に高いサービス水準を維持し、公共交通の役割が持続的に果たされる
ためには、採算性の確保が重要な視点である。

そのため、起終点及びルートの付加の検討にあたっては、骨格軸の採算性の低下を招くこ
となく強化につながるかという観点から、延伸または付加を行う場合と、那覇～名護のみ
を整備した場合の収支を差し引きし、延伸等区間の採算性成立の可否について検討を行う
ものとする。
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（３） 延伸等の検討

骨格軸を導入した場合の、骨格軸と地域を結ぶフィーダー交通需要は、以下のとおり。

いずれの区間もピーク時で2,000人／時以下であり、特に那覇～糸満、那覇～与那原を除く
区間は1,000人／時以下となっている。

※観光客は複数箇所訪問することから、自由度や費用面からレンタカーを選択する傾向がある。そのため、例えば
多くの観光客が訪れる海洋博記念公園方面への交通についても、レンタカー利用が多くなると想定されるため、
名護から本部方面へのフィーダー交通需要は路線バスで対応可能なものとなっている。

フィーダー交通需要は、いずれも一般的には路線バスで対応可能といわれる水準であるが、
本検討では、その中でも他区間に比べ需要の多い、那覇～糸満、那覇～与那原区間の延伸の
可否について検討を行うものとする。

図 交通システムごとの輸送力と運行コストの関係

※運行コストは国内導入路線実績値をもとに算出。事
業者別の実績値から算出しているため、高架構造、
地下構造が混在している。

※小型鉄道の運行者は普通鉄道も運行しているため、
小型鉄道のみの運行コストは不明である。

ア フィーダー交通需要の確認

2,000人／時

図 フィーダー交通需要（C派生案の場合） ６９



イ 延伸区間単独の採算性

糸満または与那原へ延伸した場合と、那覇～名護のみを整備した場合の収支を差し引きし、延伸区間の採
算性について試算を行った。

その結果、糸満、与那原いずれの延伸区間においても、累積損益収支及び累積資金収支ともに、上下分離
の場合でも収入より支出が上回り黒字転換せず、採算は取れないとの結果が得られたことから、延伸する
ことにより那覇～名護間の骨格軸ルートの事業採算性を低下させるものと考えられる。

検討の結果、骨格軸の延伸及び骨格軸へのルートの付加については、骨格軸の採算性の低下を招き、骨格
軸の強化に繋がらないと考えられることから、骨格軸については、那覇と名護を結ぶ軸を基本に検討を行
うものとする。

※延伸の検討にあたっては、需要の最も多いC派生案（330号経由）をモデルルー
トとして、当該ルートを延伸した場合について需要推計等を実施。

※延伸区間の概算事業費については、内閣府調査において、拡幅等道路計画も
踏まえルート及び構造が検討されていることから、本検討では、内閣府調査で検
討されたルート及び構造を踏まえ、これに本検討で設定した工事単価や用地補償
費を用いて算出した。

延伸した場合の

需要予測結果
延伸なし 糸満延伸 与那原延

伸

鉄軌道利用者
数（万人／日）
※( )は延伸なし
ケースからの増加分

県民
7.0

7.9
(＋0.9)

7.8
(＋0.8)

県外
0.7

0.8
(＋0.1)

0.7
(＋0.03)

計
7.7

8.7
(＋1.0)

8.5
(＋0.8)

上記のうち、
延伸区間の利
用者数
（万人／日）

県民 － 2.1 1.4

県外 － 0.1 0.04

計 － 2.2 1.4

延伸区間単独の
採算性

糸満延伸区間 与那原延伸区間

上下
一体

上下
分離

上下
一体

上下
分離

需要（万人／日） 2.2 1.4

延長（km） 11 9

概算事業費（億円） 1250 1150

単年度
収支
（億円／年）

※40年平
均

収入 10 10 7 7

支出 28 16 26 14

減価
償却費

8 1 8 1

税引後
損益

-27 -7 -28 -8

累積資金収支
黒字転換年

発散 発散 発散 発散
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２．駅位置の考え方
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資料のフロー

２－１．駅位置の考え方について

・交通結節点である鉄軌道の駅及びその周辺の地域は、人が集まる場所であり、人々の交流を通じ
て経済活動などが促進される。

・そのため、鉄軌道駅やその周辺の地域では、交通結節点の集客力を期待し、「商業開発」や「まちづ
くり」が一体的に行われている。

・これを起爆剤に、各地域が固有の特性を活かし、人々の交流が促進されるまちづくりを行うことは、
鉄軌道の安定的な需要の確保及び快適な鉄軌道の利用環境づくりを行う上で重要であり、駅位置の
設定にあたっては、乗り換え機能のみならず、交流促進も含めた幅広い視点で検討を行っていくこと
が重要である。

・構想段階では、具体的な駅位置についての検討は行わないが、駅位置の考え方として、駅に求めら
れる機能及び参考となる事例等から、計画段階における駅位置検討の視点について整理するものと
する。
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・交通結節点である鉄軌道の駅は、鉄軌道の乗降客以外にも集約施設の利用者を含め、多くの方が
利用することから、担うべき機能としては、基本の「乗り換え機能」に加え、「拠点形成機能」、「ランド
マークとしての機能」が考えられる。

・これら機能がそれぞれ、交通結節性、人の交流や景観等の面で役割を果たしつつ、連携しながら
交通結節点の利便性を高めることが求められる。

２－２．駅が担う機能

出典：
国土技術政策総合研究所資料 一般化時間による交通結節点の利便性評価手法 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0297pdf/ks0297005.pdf
公益社団法人 日本交通計画協会 http://www.jtpa.or.jp/contents/ekimachi/pdf/ekimachi2011_I.pdf

駅の機能 説明 代表的な施設

乗り換え機能 交通結節機能 交通手段相互の乗り換え及び歩行者の移動が効率的かつ
スムーズに行えることが求められる機能

・駐輪場、駐車場、
・バスや自動車の乗降場
・乗り換え待ちスペース など

拠点形成機能 市街地拠点機能 都市（地域）の核を形成するとともに、都市（地域）の活動の
中心の場として周辺の各種都市機能を支援する機能

・駅ビル など

交流機能 日常生活の中で人々が憩い、集い、語らう場としての役割
を担う機能

・滞留スペース
・プラザ など

ランドマークと
しての機能

景観機能 都市（地域）の顔としてふさわしい美しさとシンボル性を備え
るために歴史や風土など、その都市（地域）を特徴づける機
能

・シンボル施設
・緑 など

サービス機能 人々が集まる空間であるため、人々に対して各種情報、公
共的なサービスを提供する機能

・トイレ、案内板
・情報機能 など

７３



２－３．駅位置検討の視点について

駅のタイプ 利用者属性、周辺環境 想定される駅機能（施設等）（イメージ）

都
市
部

都心 ・業務地等の人口密集地域となっており、集客施設が多数立地・
複数の交通機関が集中

・乗降客が多く、都心居住者以外にも都心に通勤する人や業務、
私事目的利用者等広域の移動者も多数利用

・集客施設も立地していることから、駅利用者以外も利用するこ
とが多い。

【乗り換え機能】 ：交通広場の設置 等
【拠点形成機能】 ：待ち合わせスペースの設置、

各種交流・サービス機能の充実
各種施設間の移動を支援する情報機能等

【ランドマーク機能】 ：駅前広場等を含めた開発等による都市イメージ向
上等

都心
近郊

・商業、業務及び住宅地が混在した地域の中で一定の人口が集
積

・通勤流動等、都心へ向かうために利用されることが多く、駅周
辺居住者の利用が主となる。

・鉄軌道駅と住宅地や地域の生活拠点（公共施設、商業施設
等）、中心市街地等が結ばれ、乗換を目的としたバス路線が主

【乗り換え機能】 ：バスや自動車の乗降場や駐輪場の設置、
駅アクセス道路の整備 等

【拠点形成機能】 ：憩い・集いの場としての交流機能の拡充 など
【ランドマーク機能】 ： 地区内での拠点整備、

駅前広場等による景観整備 等

郊外

・都心近郊に位置する駅と同様、通勤流動等、都心へ向かうた
めに利用されることが多いが、私事等で郊外と都心を行き来す
る利用も見られる。

・バス等の交通サービスは、都心近郊に比べ必ずしも良好では
なく、パーク＆ライド等、自動車交通とリンクした利用のされ方
も見られる。

【乗り換え機能】 ：駅へのアクセス路や駐車場、駐輪場の整備
バスや自動車の乗降場の整備 等

【拠点形成機能】 ：憩い・集いの場としての交流機能の拡充
【ランドマーク機能】 ：地区内での拠点整備

駅及びその周辺を含めた地域等性を踏まえ
総合的な景観を形成 等

観光・歴史
的地域

・地域住民の通勤通学等の利用のみならず、観光等で訪れる客
も多数利用

・観光客等は複数の交通機関を利用。

【乗り換え機能】 ：駅へのアクセス路や駐車場、駐輪場の整備
バスや自動車の乗降場の整備 等

【拠点形成機能】 ：各観光施設への移動並びに位置案内等を支援
する情報提供等の充実 等

【ランドマーク機能】 ：地域の玄関口、地域の顔としての駅舎、駅前
広場、周辺施設を含めた総合的な景観形成 等

・駅は、周辺の立地状況（土地利用）や利用者ニーズ等から求められる機能を踏まえ、その機能
を配置するために必要な用地を確保でき、かつその機能を発揮できる（ポテンシャルを有す
る）場所に設置することが重要である。

・沖縄鉄軌道が都市部と郊外部を結ぶことを踏まえ、既存文献を参考に駅の周辺の立地状況毎に、
駅のタイプを以下のとおり整理した。

・計画段階以降、具体的な駅位置の検討を行う場合は、利用者の属性や周辺の土地利用、集客施
設等の立地状況等を踏まえつつ、必要な機能及び規模について検討を行い、適正な場所を選定
することが重要である。
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３．フィーダー交通ネットワークのあり方
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３－１．フィーダー交通ネットワーク形成にあたっての検討視点
・フィーダー交通については、それぞれの交通機関・各路線が個別に求められる役割を発揮しつつ、鉄軌道 を基幹と

する公共交通ネットワーク全体の視点から、相互補完の関係の中で利用者にとって利便性の高い交通ネットワーク
を形成することが重要である。

・その形成にあたっては、地域のまちづくりビジョンや利用者ニーズ、公共交通の利用実態を踏まえた有機的かつ効率
的なネットワークのあり方や個々の路線に求められる機能・役割を明確化し、各路線に求められる運行本数、交通シ
ステムなどを設定することが重要である。

・以下に、既存文献を参考に整理したフィーダー交通ネットワークを形成するにあたっての検討の視点を示す。

フィーダー交通ネットワーク形成にあたっての検討視点

（１）有機的・効率的な
運行を可能とする
ネットワークの形成

①フィーダー交通の機能分離及び路線長の適正化に関する視点
・ 必要に応じて幹線的フィーダー交通と支線的フィーダー交通への機能分離（役割分担）を図ることにより、地域特性

や利用者ニーズにきめ細かく対応した様々な路線が有機的に連携し、一体的に機能するネットワークを形成すること
が可能となる。

・ また、遅延の原因となる長大路線については、利用実態を見極め最適化を検討することが望ましい。

②路線相互の効率的運行に関する視点
・ 特定区間・時間に多くの路線バスが集中することにより、非効率な運行とならないよう留意が必要。

③需要の少ない地域における交通ネットワークの最適化に関する視点
・ 市街地部と郊外を結ぶ一定の需要が無い区間については、路線の廃止等によりネットワークの崩壊（空白地帯）を

招かないよう留意が必要。
・ 特に集落が散在する農山村等については、生活パターンに応じたルート、ダイヤの設定等、地域住民の移動性の

確保が重要。

（２）ネットワークとして
の 機能を発揮しう

る円滑な移動環境
の確保

①幹線的フィーダー交通（※輸送量の多いバス路線等）の定時性・速達性の確保に関する視点
・ 幹線的フィーダー交通については、潜在需要の喚起を図る観点から、必要に応じて、サービス水準向上が

求められる。

②シームレスな（※継ぎ目のない）サービスの提供に関する視点
・ 乗り継ぎ回数、乗り継ぎ時間、乗り継ぎに伴う運賃、待合環境等、乗り継ぎに伴う抵抗軽減を図る必要がある。

※参考文献：「よりよい地域公共交通ネットワークを形成するための提言書（平成２２年３月 バス路線網改善プログラム策定調査検討会）」
（第3章 バス交通ネットワーク形成のあり方） ７６



３－２－１ 有機的効率的な運行を可能とするネットワークの形成
ア フィーダー交通の機能分離及び路線長の適正化

３－２．フィーダー交通ネットワーク形成に向けた取組事例

一定の需要が存在する場合、目的地まで乗り換え無しで行くことができることが利用者にとって最も
利便性が高いが、一方で路線が長くなれば定時性を損ない、直行性のみを追求した路線網は複雑
でわかりにくくなる懸念がある。

定時性が確保され、利用者にとってもわかりやすく、有機的・効率的な交通ネットワークを形成する
ためには、必要に応じて、利用実態や地域のニーズ等を踏まえ、フィーダー交通の機能を幹線と支
線に分離することが必要とされる。

取組主体 取組内容

明石市地域公共交通会
（明石市）

公共交通ネットワークにコミュニティバスの役割を明確に位置づけ、東西方向は鉄道、南北方向は路
線バス、コミュニティバスを位置づけ。

岐阜市総合交通協議会
（岐阜市）

・まちづくりと一体的に公共交通体系の整備を推進
・鉄道は広域交通をバス交通は主に市内の移動を担う
・利用者の多いバス路線を中心にBRTやﾊﾞｽ優先ﾚｰﾝの導入等の利用環境整備を積極的に実施
・地域住民が主体的に運営するｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽの運行を行った

北設楽郡公共交通活性化協
議会（設楽町、東栄町、豊
根村）

隣接する３町村の連携により町営・村営バスの運行を一本化し、民間路線バスを含め路線を「基幹
バス」、「支線バス」、「予約バス」等に分類し、役割を明確化。

参考事例
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イ 路線相互の効率的運行

特定区間・時間に多くの路線が集中することにより、運行経費の増等非効率的な運行となることが
懸念される。

そのため、持続的かつ効率的な運行を図る観点から、必要に応じて、路線が輻輳（※）する区間の
再編等に取り組む必要がある。
（※物事がひとところに集中すること）

取組主体 取組内容

福山市 乗継ポイントを起点に市中心部までの路線を「幹線」、乗継ポイントから周辺地域への路線
を「支線」に役割分担するゾーンバスシステムを導入

八戸市地域公共交通会議
（八戸市）

事業者間で協議・調整できる場を提供することにより、複数事業者が輻輳していた区間を共同運行
にし、10分間隔で運行出来るようサービスレベルを向上させた。

参考事例
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ウ 需要の少ない地域における交通ネットワークの最適化

集落が散在し、一定の需要が無い区間において、公共交通ネットワークが欠けることは、地域住民
の移動性を低下させ、生活に影響が生じる。

需要の少ない地域については、持続性という観点から採算性にも留意しつつ、地域住民の生活パ
ターン（通勤・通学、通院、買いもの等）に応じた運行ルート、ダイヤの設定等、地域住民の生活
ニーズを最低限保障できるサービス水準を確保することが求められる。

取組主体 取組内容

八女市地域公共交通協議会
（八女市）

広域移動を可能にする幹線バス路線バス２系統と、そこに接続する「予約型乗合タクシー」の連携に
よって、交通空白地域を解消

倉敷市地域公共交通会議
（倉敷市）

NPOによる乗合タクシーの導入を実現し、交通空白地域の解消、P＆R（パーク＆ライド）の駐
車場やC＆R（サイクル＆ライド）の駐輪場を整備

参考事例
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３－２－２ ネットワークとしての機能を発揮しうる円滑な移動環境の確保
ア 幹線的フィーダー交通の定時性・速達性の確保

幹線的フィーダー交通は、鉄軌道と一体となった公共交通軸を形成するとともに、必要に応じて、潜
在需要の喚起を図るため、高いサービス水準を確保することが求められる。

高いサービス水準を確保するためには、定時性・速達性の確保に向けた走行環境の整備、多様な
利用目的に応じた高い運行頻度の確保が必要となる。

取組主体 取組内容

盛岡市 住宅地を運行する支線バスと市中心部へ向かう基幹バス（バス専用レーンを走行）、途中に
設置するミニバスターミナルで乗り換えるゾーンバスシステムを導入し、利便性を向上

かしてつ沿線地域公共交通
戦略会議（石岡市・小美玉
市）

廃線となった鹿島鉄道跡地をバス専用道として有効活用し、旧鹿島鉄道と同等のサービスが
行えるようなＢＲＴを導入し、定時性と速達性を確保した公共交通を実現

藤沢市 駅から大学までの幹線路線には、輸送力増強、交通渋滞解消のため低床連節バスを導入、大学か
ら先の公共交通不便地域には、支線路線として、小型ノンステップバスを導入

参考事例
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イ シームレスなサービスの提供

公共交通がネットワークとして機能するためには、路線相互間及び他の交通手段との乗り継ぎ時に
発生する乗り換え抵抗（乗り継ぎ回数、乗り継ぎ時間、乗り継ぎに伴う運賃負担等）をできる限り小
さくすることが重要である。

取組主体 取組内容

富山ライトレール（富山
市）

鉄軌道の運行にあわせたフィーダー交通のダイヤ設定及びICを用いた乗継割引の導入

イーグルバス株式会社（と
きがわ町）

バスセンターを新たに設置し、すべての系統のバスを同センター発着とし、同センターに、
各方面から同時刻に到着し、各方面へ向けて同時刻に発車できるようダイヤを設定

参考事例
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・珠洲市は、高齢化率４割、市内の鉄道、バス路線の廃止や再編が進み、バス運転手のなり手も不足する状
況にある。このような中、自動運転の活用で地域の足を維持するため、自動運転化の実証実験が平成25年2
月に開始された。

参考：近年の交通動向（自動運転：石川県珠洲市における 公道走行実証実験）

出典：ITS Japan http://www.its-jp.org/wp-content/uploads/2015/12/suganuma.pdf
※出典の資料を基に沖縄県で整理 ８２



・岩手県の地方部では、バス事業の収益の悪化や運転手不足により、バス路線網の維持が困難になってきている。ま
た、物流においては、物量減による効率の悪化、運転手不足により、物流網維持の負担が大きくなってきている。

・このような中、バスと貨物が相互連携を図ることにより、長距離バスや一般路線バスのトランクや空席部分を活用した
荷物輸送（貨客混載）を行い、バス路線の生産性を向上させ、同時に物流網の効率化を実現させる検討が行われてい
る。

出典：国土交通省 https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/min_pro/transport/pdf/symposium2016/iwate_kenhoku.pdf
※出典の資料を基に沖縄県で整理

参考：近年の交通動向（貨客混載による地域交通の維持について）
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・京都府京丹後市では、市営デマンドバスが運行されているが、
事前予約が必要であり、利用できる曜日や地域が限定されて
いたため、更なる地域交通の充実が求められていた。

・2016年、京丹後市丹後町において、道路運送法に基づく「公
共交通空白地有償運送」＝通称『ささえ合い交通』の運行が
開始された。

・これは、住民ボランティアがドライバーとして、自分が所有す
る自家用車を使って地域住民や観光客等を運ぶという公共
交通で、利用者が車を呼ぶには、スマートフォンでUber（自動
車配車ウェブサイトおよび配車アプリ）のシステムを使って
マッチング（配車－乗車）を行うという、ICTを活用した技術が
取り入れられている。

出典：NPO法人 気張る！ふるさと丹後町 http://kibaru-furusato-tango.org/
http://kibaru-furusato-tango.org/about-sasaeai/ 

UBER https://www.uber.com/ja-JP/blog/kyotango/
https://www.uber.com/ja-JP/blog/tango-cash/

※出典の資料を基に沖縄県で整理

参考：近年の交通動向（Uberの仕組みを採用した移動弱者救済のための有償輸送）

・運行主体：NPO法人 気張る！ふるさと丹後町

・運行区域：乗車は丹後町のみ、降車は京丹後市全体（旧6町
が合併して京丹後市になった。）

・運 賃：最初の1.5kmまで480円、以遠は120円/kmを加算（概
ねタクシー料金の半額）

・支払方法：当初は「クレジットカード支払い」のみであったが、
2016年12月21日から利用時に即「現金支払い」も
可能となった。

・運行時間：午前8時～午後8時（年中無休）
・ドライバー：地元住民（18名、ボランティア）
・認可標示：各車両の側面に認可標識を標示
・利 用 者：丹後町住民、観光客等来訪者
・利用状況：「ささえ合い交通」の総実車走行距離は 半年で

3,416 kmとなり、日本列島の長さ以上の距離と

なっている。
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４．鉄軌道導入にあたり求められる取組
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駅周辺のまちづくり等について、これまで寄せられた県民意見や他地域の事例等を踏まえ、以下

のようなカテゴリーで整理（その他にも各地域の現状・課題、将来像等を踏まえた取り組みあり）。

４－１ 鉄軌道整備とあわせて行われる主な取組項目

【鉄軌道整備の利用促進のための主な取組】

駅周辺のまちづくり

公共交通利用促進の取組

にぎわいの場の形成

既存公共交通等の利便性の向上

駅周辺の商業等の活性化

魅力的な駅づくり

公共交通利用への意識醸成

駅周辺の乗り継ぎ利便性等の向上
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４－２ 駅周辺のまちづくり
４－２－１ にぎわいの場の形成

【寄せられた県民意見】
魅力的な駅づくりや駅と一体となった再開発（駅周辺の商業施設、ショッピングセンター等の設置等）を求める意見
駅を拠点としたまちづくりによる商店街等地域の活性化が期待できるとする意見
交通弱者や観光客が利用しやすいよう駅のバリアフリー化、多言語化を求める意見

【 魅力的な駅づくり 】 【 駅周辺の商業等の活性化 】

駅や駅周辺はまちの顔となることから、
地域の歴史・文化等を踏まえた景観形成
や駅のデザイン、魅力的な駅づくりを図る
ことで、人が集い、憩い、語らう場となるこ
とが期待される。

駅とその周辺は、人の交流を促進し、まちのにぎわいを向上させる場所・空間として、一体的に捉え
ることができる。

にぎわいの場の形成のためには、地域と一体性のある場として、魅力的な駅づくりや駅周辺の商
業等の活性化、快適な歩行環境や緑・音環境の確保等に取り組むことが重要である。

駅に隣接する商店街・中心市街地等との連携による駅
前等でのイベントの実施、人と人との交流促進、にぎわ
いの場の形成、快適な歩行環境や緑・音環境の確保等
により、地域の活性化が期待される。
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【寄せられた県民意見】
鉄軌道をつくるだけでなく、駅周辺の道路や歩道、駐車場、駐輪場等の整備なども行い、駅を中心に快適に利
用できるようにしてほしいとする意見
バスプールや駐車場等の整備により、鉄軌道と既存交通の乗り継ぎがしやすく、隅々まで行き届いた交通サー
ビスを求める意見
駅から目的地までのアクセスをスムーズに行えるよう、他公共交通機関等との連携等を求める意見

パーク＆ライド駐車場

４－３ 駅周辺のまちづくり
４－３－１ 駅周辺の乗り継ぎ利便性等の向上

駅とその周辺は、徒歩、自転車、バス、タクシー、送迎の自動車など多様な交通機関及び交通サー
ビスが集まるとともに、交通機関相互の乗り換え・乗り継ぎの場所（交通結節点）となっている。

交通結節点としての機能を効率的に発揮するためには、駅周辺において、利用者の移動利便性や
乗り継ぎ利便性の向上を図ることが重要。

駅周辺でのパーク＆ライド駐車場やバスベイ・タクシーベイ等を備えた駅前広場の設置等により、
自動車やバス、自転車での駅への結節性・アクセス性が向上し、徒歩圏だけでなく、鉄軌道を利用
できる人や地域が広がることが期待される。

駅前広場

【 駅周辺の乗り継ぎ利便性等の向上 】
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【寄せられた県民意見】
既存のバスなど公共交通の利用環境の改善、利便性の向上、運賃の低廉化等を求める意見
高齢者など交通弱者や自動車を持っていない人でも気軽に外出し、行動範囲が広がり、行きたいところにい
けるようにしてほしいとする意見

４－４ 公共交通の利用促進
４－４－１ 既存公共交通等の利便性の向上

鉄軌道の利用を促進するためには、フィーダー交通となるバスなど利便性の向上の取組も必要。

公共交通の利便性の向上に向けては、公共交通のサービス内容等の改善、利用環境の改善など
を図ることが重要。

主要なフィーダー交通であるバスの定時性の改善を図るバスレーンの設置や利用しやすいバス停の
整備、他交通機関との乗り継ぎ運賃割引の設定、わかりやすい情報提供等により、公共交通のサー
ビス水準の向上が図られ、高齢者など交通弱者の利用促進、利用者の満足度の向上が期待される。

【 既存公共交通等の利便性の向上 】
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４－５ 公共交通の利用促進
４－５－１ 公共交通利用の意識醸成

【寄せられた県民意見】
県民の意識改革、車の乗り入れ規制や公共交通利用促進のための取組により、車依存型社会からの脱却が期
待できる、車に過度に依存しない社会を求める意見

過度に自家用車に頼らず、かしこく車を使いながら公共交通もより多くの人が利用する社会に変え
ていくためには、鉄軌道やバスなど公共交通のメリットや、車を過度に利用することのデメリット（健
康、環境等）を県民や観光客に知ってもらうことが重要。

小学生など子供を対象としたバス利用促進のための取組、バスの利用改善状況等の情報提供な
ど、より公共交通を利用するライフスタイルへの転換に向けた意識醸成を図ることで、過度な自動
車利用から公共交通利用への転換が期待される。

【 公共交通利用の意識醸成 】

９０



４－６．寄せられた意見等に対応した取組事例（一覧）

鉄軌道の整備とあわせて必要となる主な取組について、これまで寄せられた県民意見等を踏まえ、
他県の事例等を整理。

大項目 中項目 小項目 事例

魅力的な
駅づくり

1-①：姫路駅周辺における地域の景観を考慮した駅づくり（兵庫県姫路市）
1-②：地域と連携した駅の魅力づくり（三重県伊賀市）
1-③：民間鉄道会社における店舗開発等による駅の魅力づくり（神奈川県大和市）
1-④：みなとみらい線における個性と機能性を備えた駅づくり（神奈川県横浜市）
1-⑤：六本木一丁目駅周辺における機能的で快適なビジネス環境の創出（東京都港区）

駅周辺の
商業等の活性
化

2-①：姫路駅周辺における中心市街地活性化の取組（兵庫県姫路市）
2-②：日向市駅周辺における中心市街地活性化の取組（宮崎県日向市）
2-③：高松駅周辺における丸亀商店街の活性化・再開発の取組（香川県高松市）
2-④：てだこ浦西駅周辺における駅周辺への民間企業の誘致（沖縄県浦添市）

3-①：舞田駅周辺におけるＰ＆Ｒ駐車場の確保（長野県上田市）
3-②：明石駅周辺における駅前広場の整備（兵庫県明石市）
3-③：小倉駅周辺における駅前広場の整備（福岡県北九州市）

4-①：駅と大学間の無料通学バス運行の取組（長野県茅野市）
4-②：駅への無料レンタサイクルの設置（長野県上田市）
4-③：割安定期券による高齢者の外出・公共交通利用促進の取組（富山県富山市）
4-④：英語版バス時刻表等の作成による観光需要の確保（新潟県佐渡市）
4-⑤：地域の需要規模に応じた多様な交通手段の確保（兵庫県豊岡市）
4-⑥：住民ニーズに合わせたバス運行経路の見直しとバス亭の設置（長野県立科町）
4-⑦：市民ニーズに対応したバス待合所の民間商業施設内への設置（大分県大分市）

5-①：児童を対象とした乗り方教室＆体験教室の開催（高知県）
5-②：話題性のある駅づくりによる利用促進（和歌山県紀の川市）
5-③：モビリティ・マネジメントによる公共交通利用への転換促進（京都府宇治市）
5-④：車内への園児の絵などの展示による鉄道のイメージアップ（三重県伊賀市）
5-⑤：地元に根差した経営・運営による公共交通利用の意識醸成（千葉県銚子市）

公共交通利用への意識
醸成

公共交通
利用促進の取組

駅周辺
のまちづくり

にぎわいの
場の形成

駅周辺の乗り継ぎ利便性等
の向上

既存公共交通等の利便性
の向上

９１※上記の取組事例については、第６回沖縄鉄軌道計画検討委員会の「資料９」に掲載。


